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Ⅰ 総則 

 

 基準条例の制定  

  

従来、指定地域密着型サービスの事業の人員及び運営に関する基準については厚生労働省令により全国一律の

基準等が定められてたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律により、介護保険法が改正され、各地方自治体において、当該基準等を条例で定めることとなった。本市では、

次のとおり当該基準等を定める条例の制定を行っており、市内に所在する指定地域密着型サービス事業者は、市条

例に定められた基準等に従った事業運営を行わなければならない。  

 
 

○伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 https://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000573.html 

 

 

○伊勢原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護 

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000574.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000573.html
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/reiki_int/reiki_honbun/c500RG00000574.html
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基準（条例）の性格 

 

１ 基準（条例）は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めた

ものであり、事業者は、常にその運営の向上に努めなければならない。  

  

２ 事業者が満たすべき基準を満たさない場合には、指定地域密着型サービスの指定は受けられず、また、条例に違

反することが明らかになった場合は、指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、指定を取り消すことがあ

る。  

  

３ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定地

域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合、市は次の措置を

とる。  

（１）勧告   

相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行う。  

（２）公表  

相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を 

公表する。       

（３）命令 

正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期 間を定めて当該勧告に係る措置を採

るよう命令することができる（事業者名、命令に至った経緯等を公示）。  

命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと又は取り消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部も

しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介

護報酬の請求を停止させること）ができる。 

４ 次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして直ちに指定を取り消すことができる。  

（１）次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき  

①指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき  

②居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの

代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき  

③居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産

上の利益を収受したとき  

（２）利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき  

（３）その他（１）及び（２）に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき  

 

５ 指定地域密着型サービスの事業の多くの分野において、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認め

ていること等に鑑み、基準違反に対しては厳正な対応を行う。 
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用語の定義 

 
１ 「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下

回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換

算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務

時間の延べ数であり、例えば、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所を

併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者と指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護事

業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模

多機能型居宅介護従業者としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。  

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）

第 13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第 23 条第

１項、同条第３項又は同法第 24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場におけ

る治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下

「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間以上の勤

務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを

可能とする。  

２ 「勤務延時間数」  

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を

行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者一人につき、

勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上

限とすること。  

 

３  「常勤」  

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時

間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし、母性健康管理措置又は育児、

介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体

制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間として取り扱うことを可能

とする。  

同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する事業

所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が

勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指

定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居

宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を

満たすこととなる。 また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和 22 年法

律第 49 号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業

法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介

護休業」という。）、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２

号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業

（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する

複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

  

４  「専ら従事する」「専ら提供に当たる」  

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサ

ービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の

別を問わない。  
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Ⅱ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の定義及び基本方針  

 

定義 

 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の定義＜法第８条第 15 項＞ 

 次のいずれかに該当するものをいう。 

（１）居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉

士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であ

って、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の

世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師

がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのも

のに限る。 

（２）居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつ

つ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 

 ※厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、

洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とす

る。 

※看護師その他厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とす

る。 
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基本方針 

 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針 

指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通

報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその

居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維

持回復を目指すものでなければならない。 

 

➢ 留意事項 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問

し、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安

心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援

し、心身の機能の維持回復を目指すものである。 
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指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は次のサービスを提供するものとする。 

 

１ 訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下「定期巡回サービス」とい

う。） 

 

２ あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの

通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。）による対応の要否等を

判断するサービス（随時対応サービス） 

 

３ 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生

活上の世話（随時訪問サービス） 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世

話又は必要な診療の補助（訪問看護サービス） 

 

➢ 留意事項 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービ

ス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせて、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミン

グで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援するものである。 

 

① 定期巡回サービスについて、「定期的」とは原則として１日複数回の訪問を行うことを想定している

が、訪問回数及び訪問時間等については適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者との合

意の下に決定されるべきものであり、利用者の心身の状況等に応じて訪問を行わない日があることを必

ずしも妨げるものではないこと。また、訪問時間については短時間に限らず、必要なケアの内容に応じ

柔軟に設定すること。 

 

② 随時対応サービスについては、利用者のみならず利用者の家族等からの在宅介護における相談等にも

適切に対応すること。また、随時の訪問の必要性が同一時間帯に頻回に生じる場合には、利用者の心身

の状況を適切に把握し、定期巡回サービスに組み替える等の対応を行うこと。なお、通報の内容によっ

ては必要に応じて看護師等からの助言を得る等、利用者の生活に支障がないよう努めること。 

 

③ 随時訪問サービスについては、随時の通報があってから、概ね 30分以内の間に駆けつけられるよう

な体制確保に努めること。なお、同時に複数の利用者に対して随時の訪問の必要性が生じた場合の対応

方法についてあらかじめ定めておくとともに、適切なアセスメントの結果に基づき緊急性の高い利用者

を優先して訪問する場合があり得ること等について、利用者に対する説明を行う等あらかじめサービス

内容について理解を得ること。 

 

④ 訪問看護サービスについては、医師の指示に基づき実施されるものであり、全ての利用者が対象とな

るものではないこと。また、訪問看護サービスには定期的に行うもの及び随時行うもののいずれも含ま

れること。 
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⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が指定訪問介護、指定訪問看護及び指定夜間対応型訪

問介護に係る指定を併せて受けることは差し支えない。 

 

⑥ 一の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は一の事務所であることが原則であるが、地域の

実情に応じて、第２の１に規定する一体的なサービス提供の単位として、本体となる事務所と別の事務

所（以下この号において「サテライト拠点」という。）を併せて指定を行うことは差し支えない。例え

ば事業の実施圏域が広範にわたる場合に、定期巡回サービスや随時訪問サービスについて、利用者のニ

ーズに即応できる体制を確保し、より効率的に行うため、本体となる事務所との緊密な連携を確保した

上で、定期巡回サービス及び随時訪問サービスを行うサテライト拠点を置くことが想定されるものであ

る。また、隣接する複数の市町村で一の事業所がそれぞれの市町村から指定を受ける場合においては、

一の市町村に随時対応サービスを行う拠点がある場合は、別の市町村の区域内に随時対応サービスを行

う拠点がないことは差し支えないものである。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回サービスは、20 分未満などの短時間のサービスに限られるのか。また訪問介護のよう

に、それぞれのサービスごとに概ね２時間の間隔を空ける必要があるのか。 

（答） 

定期巡回サービスは短時間のサービスに限るものではない。適切なアセスメントに基づき、１回当

たりのサービス内容に応じて柔軟に時間設定をする必要がある。 

また、それぞれのサービスごとの間隔の制限はない。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 定期巡回サービスにおいて提供すべきサービスの具体的な内容は、どのように定められるのか。 

（答） 

定期巡回サービスは、居宅サービス計画において位置付けられた利用者の目標及び援助内容におい

て定められた、利用者が在宅の生活において定期的に必要となるサービスを提供するものである。 

また、利用者の心身の状況に応じて日々のサービスの提供時間や内容を定期巡回・随時対応サービ

ス事業所において変更し、利用者のニーズに応じて必要なサービスを柔軟に提供することを可能と

している。なお、こうした変更に当たっては、居宅サービス計画の内容を踏まえて行うとともに、

介護支援専門員と必要な連携を図る必要がある。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回サービスは、「１日複数回の訪問を行うことを想定している」とあるが、１日当たりの訪

問回数の目安若しくは上限や下限はあるのか。 

（答） 

１日当たりの訪問回数の目安等は定めていないが、適切なアセスメントに基づき、利用者にとって

必要な回数が設定されるものである。 

 例えば、利用者が外出している場合や他のサービスを利用している場合等は訪問を行わない日が

あっても差し支えなく、退院直後や利用者の体調が悪くなった場合等は訪問回数が通常よりも増加

する場合も想定されるものであり、利用者の心身の状況に応じて適切な回数・内容のサービスを柔

軟に提供する必要がある。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回サービス及び随時訪問サービスにおいて提供するサービスの内容は、訪問介護の身体介護

と生活援助と同様か。 

（答） 

定期巡回サービス及び随時訪問サービスは、身体介護を中心とした１日複数回の定期訪問と、それ

らに付随する生活援助を組み合わせて行うものであり、具体的なサービスについては、既存の訪問

介護の内容・提供方法にとらわれず、適切なアセスメントにより利用者個々の心身の状況に応じ

て、１日の生活の中で真に必要となる内容のものとされたい。 

なお、定期巡回サービス等における、１回の訪問の内容が安否確認、健康チェック、見守りのみで

あっても差し支えない。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡回サービス

の提供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。 

（答） 

事業所としては、利用者のニーズに対し 24 時間対応が可能な体制を確保する必要があるが、全て

の利用者に全ての時間帯においてサービスを提供しなければならないわけではなく、例えば適切な

アセスメントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もないといった計画となることもあり得る

ものである。また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要数」配置することとし

ており、結果として定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しな

いことも可能である。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 利用者からの随時の通報があった場合、必ず随時訪問サービスを提供しなければならないのか。 

（答） 

随時対応サービスは、オペレーターが利用者の心身の状況を適切に把握し、適切なアセスメントの

結果に基づき随時訪問サービスを提供すべきか等を判断するものであり、通報内容に応じて通話に

よる相談援助を行うのみの対応や、医療機関への通報を行う等の対応となることも十分に想定され

るものである。また、事業者はこうしたサービス内容について、利用者等に対し十分に説明する必

要がある。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回・随時対応サービスの利用者の全てが医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しない

ことはあり得るのか。 

（答） 

あり得る。なお、医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しない者であっても、定期巡回・随

時対応サービス計画の作成の際は、看護職員による定期的なアセスメント及びモニタリングの実施

は必要である。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回・随時対応サービスについては、他の事業との柔軟な兼務等を認めているが、その趣旨は

どういったものなのか。 

（答） 

定期巡回・随時対応サービスは、在宅の要介護者が中重度となってもそのニーズに応じたサービス

を選択しながら、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるよう創設したものである。 

 一方、 

・週１～２回程度の日中の訪問介護を受けたい 

・日中の訪問介護はそれほど必要ないが夜間の安心感を得たい 

・退院直後の在宅生活安定のため一時的に頻回の訪問介護・看護が必要 

・１日複数回の訪問介護と定期的な訪問看護が必要 

 等、在宅要介護者の訪問系サービスにおけるニーズは多様である。 

こうしたニーズに適宜適切に対応するためには、常に利用者の心身の状況に即したサービスが選択

できることが望ましいことから、一つの拠点において人材を有効に活用しながら、定期巡回・随時

対応サービス、訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護といった複数のメニューを一体的に提供

する体制を構築することを可能としたものである。 
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Ⅲ  人員基準  

 

管理者 

 

１  常勤であること 

２  原則として、専ら管理者の職務に従事する者であること。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業 

務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者はオペレーター、定期巡回サービ 

スを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護師等である 

必要はないものである。 

（１）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員

等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等又は計画作成責任者の職務に

従事する場合 

（２）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問介護事業者、指定訪問看護事業者又

は指定夜間対応型訪問介護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてそれぞれの事業が一体的に

運営されている場合の、当該指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事

業所の職務に従事する場合 

（３）同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であ

って、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握で

き、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又

は従事者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、

管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサー

ビス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、

事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障

があると考えられる。） 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 24年 3月 30日） 

（問） 
一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問

看護事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。 

（答） 

一体型定期巡回・随時対応サービス事業所の管理者が保健師又は看護師以外の者である場合は、一

体的に実施する訪問看護事業所には当該管理者とは別の管理者（保健師又は看護師）を配置する必

要がある（結果として同一の事業所の事業ごとに２人の管理者が置かれることとなる。）。また、こ

の場合、事業所全体で常勤換算２．５人以上の看護職員が配置されていれば、いずれの事業の基準

も満たすものである。なお、当該訪問看護事業所の管理者は、一体型定期巡回・随時対応サービス

事業所における保健師又は看護師とすることも可能である。 
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従業者の員数［オペレーター］ 

 

１ オペレーターは看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員でなければ

ならない。ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯において、当該オペレーター又は

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等との緊密な連携を確保することにより、利用者から

の通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス提供責任者として１年以上（介護職員初任者研修課程

修了者及び旧訪問介護職員養成研修２級修了者にあっては、３年以上）従事した者をオペレーターとして充てる

ことができることとしている。この場合、「１年以上（３年以上）従事」とは単なる介護等の業務に従事した期間を含

まず、サービス提供責任者として任用されていた期間を通算したものであること。 

 

２ オペレーターは提供時間帯を通じて１以上配置している必要があるが、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者

からの通報に対応することも差し支えない。また、午後６時から午前８時までの時間帯については、ＩＣＴ等の活用

により、事業所外においても、利用者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の

確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応でき

る体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内で勤務

する必要はない。さらに、サテライト拠点を有する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、本

体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて常時１以上のオペレーターが配置されていれば基準を満たす

ものである。なお、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

 

３ オペレーターは、原則として利用者からの通報を受ける業務に専従する必要があるが、利用者の処遇に支障がない

場合は、定期巡回サービス及び訪問看護サービス並びに同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事

業所並びに指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。なお、当該オペレーターが、定期

巡回サービスに従事している等、利用者の居宅においてサービスの提供を行っているときであっても、当該オペレーター

が利用者からの通報を受けることができる体制を確保している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要件

を併せて満たすものであること。また、利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができることとして

いるが、これは、例えば、市町村が地域支援事業の任意事業において、家庭内の事故等による通報に、夜間を含め

た 365 日 24 時間の随時対応ができる体制を整備する事業を行っている場合、その通報を受信するセンターと指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備の共用が可能であり、オペレーターは、この市町村が行う事業

の受信センター職員が行う業務に従事することができるということである。 

 

４ オペレーターのうち１名以上は、常勤の看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護

支援専門員でなければならないとしているが、同一敷地内の指定訪問介護事業所及び指定訪問看護事業所並び

に指定夜間対応型訪問介護事業所の職務については、オペレーターと同時並行的に行われることが差し支えないと

考えられるため、これらの職務に従事していた場合も、常勤の職員として取り扱うことができること。 
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５ オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事することができること。なお、基準第３条の４第

７項における「利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合」とは、ＩＣＴ等の活用により、事業所

外においても、利用者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができると

ともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対応できる体制を構築

し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合であること。 

 

６ 次に掲げる施設等の入所者等の処遇に支障がないと認められる場合に、当該施設等の職員（１の要件を満たす

職員に限る。）をオペレーターとして充てることができることとしていること。また、当該オペレーターの業務を行う時間帯

について、当該施設等に勤務しているものとして取扱うことができること。ただし、当該職員が定期巡回サービス、随時

訪問サービス又は訪問看護サービスに従事する場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間には算入できな

い（オペレーターの配置についての考え方については３と同様）ため、当該施設等における最低基準（当該勤務を

行うことが介護報酬における加算の評価対象となっている場合は、当該加算要件）を超えて配置している職員に限

られることに留意すること。 

(1) 短期入所生活介護事業所 

(2) 短期入所療養介護事業所 

(3) 特定施設 

(4) 小規模多機能型居宅介護事業所 

(5) 認知症対応型共同生活介護事業所 

(6) 地域密着型特定施設 

(7) 地域密着型介護老人福祉施設 

(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

(9) 介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 介護療養型医療施設 

(12) 介護医療院 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 

訪問介護事業所のサービス提供責任者は常勤・専従とされているが、一体的に運営されている定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者を兼務することは可能か。また、夜間対応型訪問介護のオ

ペレーターや随時訪問を行う訪問介護員等はどうか。 

（答） 

いずれの職種の者も定期巡回・随時対応サービスの従業者として兼務が可能であり、訪問介護事業

所のサービス提供責任者が定期巡回・随時対応サービス事業所及び夜間対応型訪問介護事業所のオ

ペレーターを兼務しながら、地域を巡回するあるいは利用者へのサービス提供を行うといった勤務

形態についても利用者の処遇に支障がない範囲で認められるものである。（夜間対応型訪問介護事

業所のオペレーターや随時訪問を行う訪問介護員等も同様。）なお、常勤のサービス提供責任者が

定期巡回・随時対応サービスに従事する場合、当該サービス提供責任者は訪問介護事業所及び定期

巡回・随時対応型サービス事業所における常勤要件をそれぞれ満たすものである。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日）」 

（問） 
オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はな

い」とは、具体的にどのような意味か。オンコール（宿直）体制が認められるということか。 

（答） 

事業所以外の、例えば自宅等で勤務することも可能という意味である。勤務体制（サービス提供時

間帯を通じて１以上）については、今回の改定において変更はなく、宿直体制が認められるわけで

はない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日）」 

（問） 
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている

場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既存

の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に支障

がない場合は、管理者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービスを行う

訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であり、それぞ

れの職種について１人の職員を配置することで人員基準を満たす。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日）」 

（問） 定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。 

（答） 

・オペレーターについては、利用者からの通報を受け付けるに当たり支障のない範囲で、当該事業

所の定期巡回サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービス（オペレーターが保健師、看護師

又は准看護師の場合に限る。）に従事できる。 

・また、一体的に運営する訪問介護事業所、訪問看護事業所（オペレーターが保健師、看護師又は

准看護師の場合に限る。）及び夜間対応型訪問介護事業所の職務（利用者に対するサービス提供

を含む。）にも従事可能である。 

・なお、オペレーターが他の職務に従事する場合は、利用者からの通報を適切に受け付ける体制を

確保することが必要である。 

・また、上記の場合、訪問介護事業所、訪問看護事業所及び夜間対応型訪問介護事業所のサービス

に従事した時間については、それぞれの事業所における勤務延時間数として算入することが可能

である。 
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従業者の員数［訪問介護員等］ 

 

１ 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 

定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数については、必要な数としているが、サービス利用の状況や利用者数

及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

 

２ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 

（１）随時訪問サービスを行う訪問介護員等は当該職務に専従し、かつ、提供時間帯を通じて１以上配置している

必要があるが、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定夜間対応型訪問介護事

業所の職務に従事することができることとしているほか、オペレーターが当該業務に従事することも差し支えないこと。

また、午後６時から午前８時までの時間帯については、利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ

訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されているのであれ

ば、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。さらに、サテライト拠点を有する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所においては、本体となる事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて、事業所として必要とされ

る随時訪問サービスを行う訪問介護員等が配置されていれば基準を満たすものである。なお、サービス利用の状況

や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

 

（２）看護師等の資格を有している者については、「介護員養成研修の取扱細則について（介護職員初任者研修

関係）」（平成 24 年３月 28 日老振発 0328 第９号厚生労働省老健局振興課長通知）により、定期巡

回サービス又は随時訪問サービスを行う訪問介護員等の業務に従事することを認めている。なお、看護師の資格

を有する者を訪問介護員等として雇用する場合は、訪問介護員等として雇用されているため、保健師助産師看

護師法に規定されている診療の補助及び療養上の世話の業務（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62

年法律第 30 号）の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔

内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下

同じ。）の業務を行うための登録を受けている事業所において実施されるたんの吸引等の業務を除く。）を行うも

のではないこと。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡回サービス

の提供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。 

（答） 

事業所としては、利用者のニーズに対し 24 時間対応が可能な体制を確保する必要があるが、全て

の利用者に全ての時間帯においてサービスを提供しなければならないわけではなく、例えば適切な

アセスメントの結果、深夜帯の定期巡回サービスが１回もないといった計画となることもあり得る

ものである。また、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等は「必要数」配置することとし

ており、結果として定期巡回サービスが存在しない時間帯が存在する場合、当該時間帯に配置しな

いことも可能である。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている

場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既存

の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に支障

がない場合は、管理者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービスを行う

訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であり、それぞ

れの職種について１人の職員を配置することで人員基準を満たす。 
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従業者の員数［訪問看護サービスを行う看護師等］ 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における保健師、看護師又は准看護師（以下「看護職員」

という。）の員数については常勤換算方法で 2.5 人以上としているが、これについては職員の支援体制等を考慮し

た最小限の員数として定められたものであり、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人

員を確保すること。 

 

２ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員についての勤務延時間数の算定については、次のとおりの取扱いとす

る。 

ａ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がある事業所における、勤務日及び勤

務時間が不定期な看護職員１人当たりの勤務時間数は、当該事業所の勤務日及び勤務時間が不定期な看

護職員の前年度の週当たりの平均稼働時間（サービス提供時間及び移動時間をいう。）とすること。 

ｂ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績し

かない等のためａの方法によって勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当

該勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員が確実に勤務できるものとして勤務表に明記されている時間のみを

勤務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務延時間数は、サービス提供の実態に

即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上

の勤務時間の適正化の指導の対象となるものであること。 

 

３  サテライト拠点があるときは、常勤換算を行う際の看護職員の勤務延時間数に、当該サテライト拠点における勤

務延時間数も含めるものとする。 

 

４  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護職員が、オペレーターとして従事するとき及び定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行うときの勤務時間について

は、常勤換算を行う際の訪問看護サービスの看護職員の勤務時間として算入して差し支えないこと。ただし、訪問介

護員等として定期巡回サービス及び随時訪問サービスを行うときの勤務時間については、当該常勤換算を行う際に

算入することはできないものであること（当該勤務時間と訪問看護サービスを行う勤務時間を合算した時間数が、常

勤の職員が勤務すべき勤務時間数となる場合は、当該看護職員を常勤職員として取扱うこと。）。 

 

５  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、 指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業が同じ事業所で一体的に運営されている場

合は、常勤換算方法で 2.5 以上配置されていることで、双方の基準を満たすこと。なお、これに加えて指定複合型

サービス事業者の指定を併せて受け、一体的に運営する場合は、さらに常勤換算方法で 2.5 以上の看護職員の

配置が必要であることに留意すること。 

 

６ 訪問看護サービスを行う看護職員のうち、１人以上は常勤の保健師又は看護師でなければならない。 

 



 

  20  

７ 訪問看護サービスを行う看護職員は、オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等のように、常時の配置

を求めてはいないが、利用者の看護ニーズに適切に対応するため、常時、当該看護職員のうち１人以上の者との連

絡体制を確保しなければならないこと。 

 

８ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する（配置しないことも可能で

ある。）こと。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
定期巡回・随時対応サービス事業所の看護職員がオペレーター業務又は利用者に対するアセスメン

ト訪問を行う際の勤務時間は、常勤換算の際の勤務延時間数に算入することが可能か。 

（答） 可能である 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている

場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既存

の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に支障

がない場合は、管理者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービスを行う

訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であり、それぞ

れの職種について１人の職員を配置することで人員基準を満たす。 
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従業者の員数［計画作成責任者］ 

 

 計画作成責任者は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者（オペレーター、定期巡回又は随時訪問サービス

を行う訪問介護員等、訪問看護サービスを行う看護師等）のうち、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護

師、社会福祉士又は介護支援専門員から一人以上を選任しなければならないこととしており、オペレーターの要件として

認められているサービス提供責任者として３年以上従事した者については当該資格等を有しない場合、計画作成責任

者としては認められないことに留意すること。また、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者との兼務もできるものであ

る。なお、利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保するものとする。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けてい

る場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既

存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に

支障がない場合は、管理者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービス

を行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であ

り、それぞれの職種について１人の職員を配置することで人員基準を満たす。 
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Ⅳ 設備基準  

 

設備及び備品等 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができる

よう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレータ

ーに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第一号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であ

って、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。 

一 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

二 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペ

レーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切

にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者（第六条第一項 

に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護（第四条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第八条に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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➢ 留意事項 

 

(１)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有す

る専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区

分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がさ

れていなくても業務に支障がないときは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行うた

めの区画が明確に特定されていれば足りるものとする。また、当該指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所が健康保険法による指定訪問看護の指定を受けている場合には当該事務室を共用す

ることは差し支えない。 

 

(２)事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する

ものとする。 

 

(３)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に必

要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要

な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、

当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。な

お、事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、

貸与を受けているものであっても差し支えない。 

 

(４)利用者からの通報を受けるための機器については、必ずしも当該事業所に設置され固定されてい

る必要はなく、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできること。また、利用者の心身の

状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受けた際に瞬時にそれらの情報が把握できるものでな

ければならないが、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器は同一の機器でな

くても差し支えないこと。したがって、通報を受ける機器としては、携帯電話等であっても差し支

えないこと。 

 

(５)利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事業所・事業者内のネットワーク 

や情報セキュリティに十分に配慮した上で、インターネットを利用したクラウドコンピューティン

グ等の技術を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制が

確保されていれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はない。また、常時利用者

の情報にアクセスできる体制とは、こうした情報通信技術の活用のみに限らず、例えば、オペレー

ターが所有する紙媒体での利用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当該事

業所において一元的に管理されていること等も含まれるものである。 

 

(６)利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押 

すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるものでなければならない。ただし、利用者の心身

の状況によって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報を適切に行うことが可能と認められ

る場合は、利用者に対し携帯電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の

家庭用電話や携帯電話により随時の通報を行わせることも差し支えないものである。 

 

(７)利用者に配布するケアコール端末等については、オペレーターに対する発信機能のみならず 

オペレーターからの通報を受信する機能を有するものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが

画面上でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活用し、利用者の在宅生活の安心感

の向上に資するものであることが望ましい。 

 

(８)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者の指定を併せて 

受け、同一の事業所においてこれらの事業が一体的に運営されている場合は、随時対応サービスの

提供に必要となる設備を双方の事業で共用することができるものである。 

 



 

  24  

Ⅴ 運営基準  

 

内容及び手続の説明 

 

１  サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次の重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。  

（１）運営規程の概要  

（２）従業者の勤務の体制  

（３）その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 

 

➢ 留意事項 

(２) 内容及び手続の説明及び同意 

① 基準第３条の７は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者

又はその家族に対し、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規程の概要、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価

結果の開示状況）等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやす

い説明書やパンフレット等（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、他の介護保険に

関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等について、一体的に作成することは差し

支えないものとする。）の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。な

お、当該同意については、書面によって確認することが適当である。 

 

 

提供拒否の禁止 

 

１  正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

 

➢ 留意事項 

(３) 提供拒否の禁止 

基準第３条の８は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、利用申込に対しては

応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供

を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①当該事業

所の現員からは利用申込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地

域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する

ことが困難な場合である。 
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サービス提供困難時の対応 

 

正当な理由により適切なサービス提供が困難であると認めた場合は速やかに次の措置を講じなければならない。 

 

１ 利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡 

 

２ 適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の紹介 

 

３ その他の必要な措置 

 
 
 

受給資格等の確認 
 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求

められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめるものとする。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、

当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければなら

ない。 

 

 

要介護認定の申請に係る援助 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する日の３０日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。 
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心身の状況等の把握 

 

 サービスの提供に当たっては、介護支援専門員が開催するサービス担当者会議（テレビ電話 装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあって は、テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならない。）等を通じ て、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの 利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 

居宅介護支援事業者等との連携 

 

  サービスを提供するに当たっては、居宅サービス事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならず、また、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師と

の密接な連携に努めなければならない。 

サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指

定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センターまたは保健医療サービス若しくは福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 
 

法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始

に際し、利用申込者について居宅サービス計画の作成・届出がなされていないときなどは、当該利用申込者又はその家

族に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等によ

り、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明する

こと、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

 

 

居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サー

ビス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。 

 

➢ 留意事項  

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅サービス計画に沿って提供されなければならないこと

を規定したものである。指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス、随時対応サービ

ス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスを利用者の心身の状況に応じて、柔軟に提供するものであ

り、随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯又は内容等の変更を行った場合は、当該利

用者を担当する介護支援専門員に対し適宜報告を行う等、適切な連携を図るものとする。 
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居宅サービス計画等の変更の援助 

 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当

該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

 

➢ 留意事項  

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を法定代理受領サービスとして提供するためには当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護が居宅サービス計画に位置付けられている必要があることを踏まえ、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合（利用者

の状態の変化等により追加的なサービスが必要となり、当該サービスを法定代理受領サービスとして行う

等のために居宅サービス計画の変更が必要となった場合で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者からの当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意する場合を含む。）は、当該利用者に係る指定居宅

介護支援事業者への連絡、サービスを追加する場合に当該サービスを法定代理受領サービスとして利用す

る場合には支給限度額の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨の説明その他の必要な援助を

行わなければならないことを規定したものである。 

 
 

身分を証する書類の発行 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証

する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指

導しなければならない。 

 

➢ 留意事項  

利用者が安心して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよう、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者に身分を明らかにする証書や名札等を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならないことを規定したもの

である。この証書等には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称、当該定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の氏名を記載するものとし、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましい。 
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サービス提供の記録 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した

際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護について法第４２条の２第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス

費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなら

ない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した

際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

 

➢ 留意事項  

① 利用者及びサービス事業者が、その時点での区分支給限度基準額との関係やサービスの利用状況を把

握できるようにするために、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、サービス内容

（例えば定期巡回サービス及び随時訪問サービスの別）、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居

宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならないことを規定したものである。 

 

② 同条第２項は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日、提供した具体的なサービスの

内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等を図

るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

対して提供しなければならないこととしたものである。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用

者の用意する手帳等に記載するなどの方法である。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、

基準第３条の 40第２項の規定に基づき、２年間（伊勢原市は５年間）保存しなければならない。 
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利用料等の受領 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回 

随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにし 

なければならない。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定によ 

り通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合 

は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、 

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得 

なければならない。 
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➢ 留意事項 

 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負担として、地域密着型介護サービス費用基準額の

１割、２割又は３割（法第 50条又は第 69条第５項の規定の適用により保険給付の率が９割、８割又は

７割でない場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定したもので

ある。 

 

② 利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービス

である指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁

等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。なお、そもそも介護保険給付の対象

となる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次

のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

 

イ 利用者に、当該事業が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とは別事業であり、当該サー

ビスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。 

 

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規

程とは別に定められていること。 

 

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分していること。 

 

③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

に関して、前２項の利用料のほかに、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に

おいて指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合の交通費（移動に要する費用）の支払を利

用者から受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない

あいまいな名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 

 

④ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。 

 

⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、基準第３条の 19第１項から第３項までの利用料

等を徴収することは認められるが、利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守

料等の費用の徴収は認められないものである。なお、利用者宅から事業所への通報に係る通信料（電

話料金）については、利用者が負担すべきものである。 
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保険給付の請求のための証明書の交付  

 

 償還払いを選択している利用者から費用の支払い(10 割全額)を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の

額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を

利用者に交付しなければならない。 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針  

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要

介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随

時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、利用者が安心してその居宅にお

いて生活を送ることができるようにしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針  

 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に

掲げるところによるものとする。 

（１）定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心

してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。 

（２）随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護

員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。 

（３）随時訪問サービスの提供に当たっては定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随

時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。 

（４）訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 

（５）訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な

把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うものとする。 

（６）特殊な看護等については、これを行ってはならないものとする。 

（７）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

（８）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

（９）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならない。 

（１０）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適

切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

（１１）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を

厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付す

るものとする。 
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➢ 留意事項  

(15) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針  

 

基準第３条の 21及び第３条の 22における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱方針につ

いて、特に留意すべきことは、次のとおりである。  

 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供については、目標達成の度合い及びその効果 

等や利用者及びその家族の満足度等について常に評価を行うとともに、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画の修正を行うなど、その改善を図らなければならないものであること。  

 

② 随時訪問サービスを適切に提供するため、定期巡回サービスの提供や看護職員の行うアセスメ 

ント等により、利用者の心身の状況等の把握に努めるとともに、利用者とのコミュニケーション 

を図り、利用者が通報を行い易い環境づくりに努めるべきものであること。  

 

③ 訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状態を踏まえて、妥当適切に行うとと 

もにその生活の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携のもとに定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護計画に沿って行うこと。  

 

④ 訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、具体的 

な方法その他療養上必要な事項について利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を 

行うとともに、医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看護等については行ってはな 

らないこと。  

 

⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の 

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊 

急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者 

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。  

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすこ 

とについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具 

体的な内容について記録しておくことが必要である。なお、基準第３条の 40第２項の規定に基 

づき、当該記録は、２年間保存（伊勢原市は５年間）しなければならない。  

 

⑥ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者から合鍵を預かる場合には、従業

者であっても容易に持ち出すことができないよう厳重な管理を行い、利用者に安心感を与える

ものとすること。  
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主治の医師との関係  

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適

切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の

医師による指示を文書で受けなければならない。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。）及び訪問看護報告書を提出し、訪問看

護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては、前二

項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記載をもって代

えることができる。 

 

➢ 留意事項  
① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、指示書に基づき訪問看護サー

ビスが行われるよう、主治医との連絡調整、訪問看護サービスの提供を行う看護師等の監督等必要

な管理を行わなければならないこと。なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医

師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできないものであること。 

 

② 基準第３条の 23第２項は、訪問看護サービスの利用対象者は、その主治医が訪問看護サービスの

必要性を認めたものに限られるものであることを踏まえ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際しては、利用者の主治医が発行する訪問看護サービ

スに係る指示の文書（以下この号において「指示書」という。）の交付を受けなければならないこと

としたものであること。 

 

③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治医と連携を図り、適切な訪問看護サービ

スを提供するため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るも

のに限る。）及び訪問看護報告書を主治医に提出しなければならないこと。 

 

④ 訪問看護サービスの提供に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行う

ことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密接かつ適

切な連携を図ること。 

 

⑤ 保険医療機関が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者である場合には、主治医の指示は

診療録に記載されるもので差し支えないこと。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び

訪問看護報告書についても看護記録等の診療記録に記載されるもので差し支えないこと。 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成  

 

１ 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サー

ビスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。 

 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービ

ス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者

の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成

責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出

するものとする。 

 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント

（利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

することをいう。）の結果を踏まえ、作成しなければならない。 

 

４ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第一項に規定する事

項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。 

 

５ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及び管

理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説

明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。 

 

６ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者

又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

 

７ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 

 

８ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を

行うものとする。 

 

９ １から７までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用する。 
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１０ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看

護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 

 

１１ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 

 

１２ 前条第四項の規定（主治の医師との関係４）は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護

サービスの利用者に係るものに限る。）及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

 

➢ 留意事項  
① 基準第３条の 24第１項は、計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなけれ

ばならないことを規定したものである。定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、利

用者の心身の状況を把握・分析し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供によって解決すべき問

題状況を明らかにし(アセスメント)、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が提供するサービ
スの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとする。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画の様式については、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

 

② 基準第３条の 24第２項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、居宅サービス計画に沿って作成

されなければならないこととしたものである。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日々

の定期巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心身の状況に応じた柔

軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時にかかわらず、

居宅サービス計画の内容を踏まえた上で計画作成責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

する日時及びサービスの具体的内容を定めることができることとしたものである。この場合において、利

用者を担当する介護支援専門員に対しては、適宜、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を報告し、緊
密な連携を図ること。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後に居宅サービス計画が作成

された場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確

認し、必要に応じて変更するものとする。 

 

③ 基準第３条の 24第３項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と看護が一体的に提供され

るべきものであることから、医師の指示に基づく訪問看護サービスの利用者はもとより、訪問看護サービ

スを利用しない者であっても、保健師、看護師又は准看護師による定期的なアセスメント及びモニタリン

グを行わなければならないこととしたものである。ここでいう「定期的に」とは、概ね１月に１回程度行

われることが望ましいが、当該アセスメント及びモニタリングを担当する保健師、看護師又は准看護師の
意見や、日々の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により把握された利用者の心身の状況等を

踏まえ、適切な頻度で実施するものとする。なお、訪問看護サービスの利用者に対する定期的なアセスメ

ント及びモニタリングについては、日々の訪問看護サービス提供時に併せて行うことで足りるものであ

る。なお、アセスメント及びモニタリングを担当する保健師、看護師又は准看護師については、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者であることが望ましいが、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者が実施する他の事業に従事する保健師、看護師又は准看護師により行われることも差し支えな

い。この場合において、当該保健師、看護師又は准看護師は、計画作成責任者から必要な情報を得た上

で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の趣旨を踏まえたアセスメント及びモニタリングを行う必要

があることから、在宅の者に対する介護又は看護サービスに従事した経験を有する等、要介護高齢者の在

宅生活に関する十分な知見を有している者であって、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の所在地の日常生活圏域内で他の事業に従事している等、利用者の当該地域における生活の課題を十分に
把握できる者でなければならない。また、当該アセスメント及びモニタリングに従事した時間については

当該他の事業における勤務時間とはみなされないことに留意すること。 

 

④ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画についても計画作成責任者が

作成することとしたものであり、訪問看護サービスを利用しない利用者に記載すべき内容に加えて、利用

者の希望、主治医の指示及び看護目標、具体的なサービス内容等を記載するものである。ただし、当該内

容等の記載に当たっては、看護に関する十分な知見を有することが求められることから、計画作成責任者

が常勤看護師等でない場合は、常勤看護師等の助言、指導等の必要な管理のもと行わなければならないこ

ととしたものである。 
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⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望並びに訪問看護サー

ビスの利用に係る主治医の指示を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利
用者の意向の反映の機会を保障するため、計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の

作成に当たっては、その内容等を十分に説明した上で利用者の同意を得なければならないこととしたもの

である。したがって、計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の目標や内容等につい

ては、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても

説明を行うものとする。なお、常勤看護師等ではない計画作成責任者は当該計画に記載された訪問看護サ

ービスに係る内容等の説明に当たっては、利用者及び利用者の家族等が十分に訪問看護サービスの内容等

を理解できるよう常勤看護師等による必要な協力を得た上で説明を行うものとする。 

 

⑥ 基準第３条の 24第７項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、遅滞なく利用者
に交付しなければならないこととしたものである。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は基準

第３条の 40第２項の規定に基づき、２年間(伊勢原は５年)保存しなければならない。 

 

⑦ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が保険医療機関である場合は、基準第３条の 23第４項に

より、主治医への定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の提出は、診療記録への記載をもって代えるこ

とができることとされているため、基準第３条の 24第７項に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画の交付については「訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて」（平成 12年３月 30日老企

第 55号）に定める訪問看護計画書を参考に事業所ごとに定めるものを交付することで差し支えない。 

 

⑧ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行うサービスが定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画に沿って実施されているかについて把握するとともに、助言、指導等必要な管理を行わ

なければならない。 

 

⑨ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護報告書には、訪問を行った日、提供

した看護内容、サービス提供結果等を記載する。なお、基準第３条の 24に規定する報告書は、訪問の都度

記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主治医に提出

した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（当該計画を基準第３条の 23第４項において診療記録の記載
をもって代えた場合を含む。）の記載において重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の

記載を省略しても差し支えないこととする。 

 

⑩ 常勤看護師等にあっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に沿った実施状況を把握し、訪問看

護報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければならない。 

 

⑪ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治医との連携を図り、適切な訪問看護サービスを
提供するため、基準第３条の 23第３項の規定に基づき、訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書を定期的に主治医に提出しなければならない。 

 

⑫ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）第 13条第 12号

において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、指定

居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規定していることを

踏まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、当該居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画の提供の求めがあった際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提供することに協

力するよう努めるものとする。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和６年４月 18 日） 

（問） 

訪問介護計画書等（訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪

問介護計画書のことを言う。以下同じ。）について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載する

よう定められているが、必ず担当者１名を定めて記載することが必要か。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護については、地域の実情に応じて、既

存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とするため、利用者の処遇に

支障がない場合は、管理者、オペレーター、面接相談員及び計画作成責任者、定期巡回サービス

を行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等といった同職との兼務が可能であ

り、それぞれの職種について１人の職員を配置することで人員基準を満たす。 
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同居家族に対するサービス提供の禁止 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同

居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）の提供を

させてはならない。 

 

利用者に関する市町村への通知 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている

利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

 

（１）正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

緊急時等の対応 

 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

２ 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急

の手当てを行わなければならない。 

 

 

管理者等の責務 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

３ 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。 
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運営規程 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

 

１ 事業の目的及び運営の方針  

 

２ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

３ 営業日及び営業時間 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

 

５ 通常の事業の実施地域 

 

６ 緊急時等における対応方法 

 

７ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

 

８ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 

９ その他運営に関する重要事項 
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➢ 留意事項 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保するため、同条第１号から第９号までに掲げる事項を内容と

する規程を定めることを指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに義務づけたものである

が、特に次の点に留意するものとする。なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複数の

サービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一

体的に作成することも差し支えない（この点については他のサービス種類についても同様とする。）。 

①従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当

たっては、基準第３条の４において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と

記載することも差し支えない（基準第３条の７に規定する重要事項を記した文書に記載する場合につい

ても、同様とする。）（以下、他のサービス種類についても同趣旨。）。 

②営業日及び営業時間（第３号） 

営業日は 365日と、営業時間は 24時間と記載すること。 

③指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容（第４号） 

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容」とは、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時

訪問サービス及び訪問看護サービスの内容を指すものであること。 

④利用料その他の費用の額（第４号） 

「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用

料（１割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理受領サービスでない指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の利用料を、「その他の費用の額」としては、基準第３条の 19第３項により徴収が認められ

ている交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものであること（以

下、他のサービス種類についても同趣旨）。 

⑤通常の事業の実施地域（第５号） 

通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。なお、通常の事業の実施

地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスが行われることを

妨げるものではないものであること。また、通常の事業の実施地域については、事業者が任意に定める

ものであるが、指定地域密着型サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、市

町村が定める日常生活圏域内は、少なくとも通常の事業の実施地域に含めることが適当であること。さ

らに、事業所所在地の市町村の同意を得て事業所所在地以外の他の市町村から指定を受けた場合には、

当該他の市町村の一部の日常生活圏域を事業の実施地域の範囲に加えることもあること（以下、基準第

14条第５号、第 29条第６号、第 40条の 12第６号、第 54条第６号、第 81条第６号及び第 182条につ

いても同趣旨）。 

⑥ 虐待の防止のための措置に関する事項（第８号） 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐

待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること 
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勤務体制の確保  

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごと

に、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によ

って指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築してお

り、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所（以下この条にお

いて「指定訪問介護事業所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市町村長

が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当

該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができ

る。 

 

３ 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範

囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等か

らの通報を受けることができる。 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必

要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 
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➢ 留意事項Ⅰ 
基準第３条の 30は、利用者に対する適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保す

るため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の
別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

② 基準第３条の 30第２項本文は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随
時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するべきことを
規定したものであるが、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護従業者とは、雇用契約、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律（昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。）に規定する労働者派遣契
約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等を指すものであるこ
と。なお、訪問看護サービスに従事する看護師等又は社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、
同法施行規則（昭和 61年厚生省令第 49号）第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を
業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者（同法に規定する紹介予定
派遣又は同法第 40条の２第１項第３号又は第４号に該当する場合を除く。）であってはならないこ
と。 

③ 基準第３条の 30第２項但書は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随
時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するべきである
が、地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護の実施を可能とする観点から、地域の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事
業所又は指定訪問看護事業所に対して、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及
び訪問看護サービスの事業の一部を委託することができることとしたものである。この場合におい
て、「事業の一部」の範囲については市町村長が判断することとなるが、同一時間帯において、全ての
利用者に対する定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスの全
てを委託してはならないという趣旨であることに留意すること。したがって、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所が定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サ
ービスのいずれも提供しない時間帯が生じることは認められないこと。なお、事業の一部委託に当た
っては契約に基づくこととし、当該契約において、当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関す
る情報の取扱い方法、委託するサービスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時
等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容についての説明を十分に行
うこと。 

（一部委託の例） 
イ 利用者 50人を担当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、事業所の所在地と一定以
上の距離を有する地域に居住する利用者 10人に係る定期巡回サービス、随時対応サービス及び随時訪
問サービスを当該利用者が居住する地域に所在する指定訪問介護事業所に委託 

ロ 深夜帯における随時対応サービス及び随時訪問サービスを、指定夜間対応型訪問介護事業所に委託
（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は定期巡回サービスを実施） 

④ 基準第３条の 30第３項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所の間での一体的実施ができることとしたものである。この場合において、一体的実施ができ
る範囲について市町村・都道府県を越えることを妨げるものではなく、随時対応サービスが単なる通
報受け付けサービスではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利用者情報（提供されている
具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、事業所周辺の医療機関の情報、随時
の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握されて
おり、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の
状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に認められるものであること。なお、一体的実施に
当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事業所間でも認められるものであるが、この場
合、契約に基づくこととし、当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託業務に要する
委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪問サービスの具体的な実施方法、事故発生時
等の責任の所在及び緊急時等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容
についての説明を十分に行うこと。なお随時対応サービスの一体的実施により、随時対応サービスを
行わない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯における定期巡回サービス、
随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、実施しなければならないこと。  
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➢ 留意事項Ⅱ 
 

⑤ 基準第３条の 30第４項は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者たる訪問介
護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画
的に確保することとしたものであること。 

 
⑥ 同条第５項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法
律第 113号）第 11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律（昭和 41年法律第 132号）第 30条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場
におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」とい
う。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したも
のである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、
次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やそ
の家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 
 
イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場にお
ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18年厚生
労働省告示第 615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワー
ハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以
下のとおりである。 
 
ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を
明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじ
め定め、労働者に周知すること。なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化
等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する
法律（令和元年法律第 24号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進
並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定によ
り、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000
万円以下又は常時使用する従業員の数が 100人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化と
なり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措
置を講じるよう努められたい。 
 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 
パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス
不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュ
アル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特
に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ
（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハ
ラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行
うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページ
に掲載しているので参考にされたい。 
 

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｔｆ／ｎｅｗｐａｇｅ＿05120．ｈｔｍｌ） 
加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓

口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各
種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、介護事業所
におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 
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業務継続計画の策定等 
 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業

務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

➢ 業務継続計画の記載項目 

各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」、

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定さ

れる災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。な

お、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。さらに、感染症に

係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する

項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。  

 

１ 感染症に係る業務継続計画  

（１）平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等）  

（２）初動対応  

（３）感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等）  

２ 災害に係る業務継続計画  

（１）平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、 

必要品の備蓄等）  

（２）緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）  

（３）他施設及び地域との連携  

 

 

➢ 研修内容 

研修の内容は感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常 

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透さ

せていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施す

ることが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係

る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな

い。  

 

➢ 訓練内容 

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ 

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケア

の演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練につ

いては、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。  

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み

合わせながら実施することが適切である。  
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衛生管理等  

 

１ 事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。 

 

２ 事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努

めなければならない。 

 

３ 事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しない

ように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に

一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図る

こと。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

（３）事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 
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➢ 留意事項 
 

(24) 衛生管理等  

① 基準第３条の 31第１項及び第２項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が感染源となる

ことを予防し、また定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者を感染の危険から守るため、使い捨ての手

袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。  

 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には

次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。  

 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会  

 

当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委

員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、

特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成

メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」と

いう。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施

設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日

常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、

各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。  

 

（※）身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望 

ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又

はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者  

 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催す

るとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。  

また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。  

 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針  

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の

対応を規定する。平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や

保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発

生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要であ

る。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照され

たい。  
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ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練  

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の

内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。  

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催すると

ともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録

することが必要である。なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向

上のための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応

じ行うこと。また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シ

ミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時にお

いて迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確

認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。訓練の実施は、机上を含めその実施

手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切であ

る。 
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掲示 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見

やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定によ

る掲示に代えることができる。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

 

➢ 留意事項 
① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実
施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所の見やすい場所に掲示することを規定したものである。また、同条第３項は、指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項を当該指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業者のウェブサイトに掲載しなければならないことを規定したものであるが、ウェブサイ
トとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。なお、指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあたり、
次に掲げる点に留意する必要がある。 
 
イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその 
家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと  
等の人数を掲示する趣旨であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の氏名まで掲示するこ
とを求めるものではないこと。 

ハ 介護保険法施行規則第 140条の 44各号に掲げる基準に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介  
護看護事業者については、介護サービス情報制度における報告義務の対象ではないことから、基準 
省令第３条の 32第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ましいこと。なお、ウェ 
ブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、これを同 
条第２項や基準省令第 183条第１項の規定による措置に代えることができること。 

 
② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族
等が自由に閲覧可能な形で当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所内に備え付けることで
同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 
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秘密保持等 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよ

う、必要な措置を講じなければならない。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用

いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。 

 

➢ 留意事項 
① 第１項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従
業者その他の従業者に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものであ
る。 

 
② 第２項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対して、過去に当該指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の従業者であった者
が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを
義務づけたものであり、具体的には、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者その他の従業者
が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護従業者その他の従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措
置を講ずべきこととするものである。 

 
③ 第３項は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者がサービス担当者会議等において、課題分析
情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支援専門員や他のサー
ビスの担当者と共有するためには、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、あらかじめ、
文書により利用者又はその家族から同意を得る必要があることを規定したものであるが、この同意
は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものであ
る。 

 

 

広告 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所につい

て広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

 

 

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者

に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 
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苦情処理 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連

合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

➢ 留意事項 
① 基準第３条の 36第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手
順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又
はその家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の内容についても併せて記載すると
ともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等である。なお、ウェブサイトへの掲
載に関する取扱いは、第３の一の４の(25)の①に準ずるものとする。 

 
② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業者が提供したサービスとは関係のないものを除く。）の受付日、その内容等を記録することを義務
づけたものである。また、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、苦情がサービスの質の
向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向
けた取組を行うことが必要である。なお、基準第３条の 40第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記
録は、２年間保存しなければならない。 

 
③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことが位置付けられている国民健康保
険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サービス
に関する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様
に、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対する苦情に関する調査や指導、助言を行える
ことを運営基準上、明確にしたものである。 
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地域との連携等  

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当

たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所が所在する市町村の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する

区域を管轄する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等

により構成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族が

参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）（以下

この項において「介護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・医療連携推進

会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議によ

る評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成

するとともに、当該記録を公表しなければならない。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所

在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合

には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供を行わなければならない。 
 

➢ 留意事項 
① 第１項に定める介護・医療連携推進会議は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利
用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を
明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること及
び当該会議において、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介
護と医療の連携を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものであ
る。この介護・医療連携推進会議は、事業所の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置
が見込まれることが必要となるものである。また、地域住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、
老人クラブの代表等が、地域の医療関係者とは、郡市区医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医
療ソーシャルワーカー等が考えられる。また、介護・医療連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用
して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この①において「利用者等」
という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なけ
ればならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ
ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。なお、介護・医療連携推進会議の効率
化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、
複数の事業所の介護・医療連携推進会議を合同で開催して差し支えない。 

 
イ 利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 
ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促進
が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し
支えないこと。 

ハ 合同で開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えない
こと。 

ニ ②の外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独で開催すること。 
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② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上
を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、
当該自己評価結果について、介護・医療連携推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外
部評価）を行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意すること。 

 
イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業
所全体の質の向上につなげていくことを目指すものである。 

ロ 外部評価は、介護・医療連携推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該
事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、地域の医療
関係者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題や
改善点を明らかにすることが必要である。 

ハ このようなことから、介護・医療連携推進会議において当該取組を行う場合には、市町村職員又は
地域包括支援センター職員、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に知見を有し公正・中立な第三
者の立場にある者の参加が必要であること。 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービスの
情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人
のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワークシステ
ム（ＷＡＭＮＥＴ）」の利用、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域
包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えない。 

ホ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方について
は、平成 24年度老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価
の在り方に関する調査研究事業」（一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）を参考に行うものとし、サ
ービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行うこと。 

③ 介護・医療連携推進会議における報告等の記録は、基準第３条の 40第２項の規定に基づき、２年間
保存しなければならない。 

④ 第３項は、第２項の趣旨に基づき、介護サービス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、
市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。なお、「市町村が実施する事業」には、介
護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協
力を得て行う事業が含まれるものである。 

⑤ 第４項は、高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を
提供する場合、当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者のみを対象としたサービス提供が行わ
れないよう、正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービ
ス提供を行わなければならないことを定めたものである。なお、こうした趣旨を踏まえ、地域の実情
に応じて市町村が条例等を定める場合や、地域密着型サービス運営委員会等の意見を踏まえて指定の
際に条件を付す場合において、例えば、当該事業所の利用者のうち、一定割合以上を当該集合住宅以
外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の規定を設けることは差し支えないも
のである。この際、自立支援や重度化防止等につながるようなサービス提供がなされているか等、サ
ービスの質が担保されているかが重要であることに留意すること。 
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事故発生時の対応 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録しなければならない。 

 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

➢ 留意事項 
利用者が安心して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよう事故発生時の速やか

な対応を規定したものである。指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定
期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当
該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするととも
に、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものであ
る。また、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生し
た場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。なお、事故の状況及び事
故に際して採った処置についての記録は、２年間（伊勢原市は５年間）保存しなければならない。このほ
か、以下の点に留意するものとする。 

 
① 利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合の対応方
法については、あらかじめ指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が定めておくことが望まし
いこと。 

 
② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うた
め、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 

 
③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生
を防ぐための対策を講じること。 
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虐待の防止 

 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 

（１） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

（２） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

➢ 留意事項 
基準第３条の 38の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の目的の一つ

である高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然
に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律」（平成 17年法律第 124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されている
ところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点か
ら虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

 
・虐待の未然防止 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心が
けながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通
じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する
養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 
 

・虐待等の早期発見 
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に

準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に
対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また、利用者及びその家
族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 
 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に
協力するよう努めることとする。以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し
た場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 
 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 
「虐待の防止のための対策を検討する委員会」は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生

した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成
する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。ま
た、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。一方、虐待等の事案につ
いては、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概
に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要であ
る。なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することと
して差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行
うことも差し支えない。 

（次頁に続く） 
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また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た

結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要があ

る。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような

項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における指針

に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指針

に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必

ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支

えない。 

 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③まで

に掲げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討

委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や

他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えな

い。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握して

いる者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師

が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生

又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 
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会計の区分 

 

１ 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とそ

の他の事業の会計を区分しなければならない。 

➢ 具体的な会計処理の方法等次の通知をご参照ください。  
○介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成 13年３月 28日 老振発第 18号) 
○介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて 

(平成 24年３月 29日 老高発 0329第１号)  
○指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて(平成 12年３月 10日 老計第８号) 

 
 

記録の整備 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から２年間（伊勢原市は５年間）保存しな

ければならない。 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

（２）提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（３）主治の医師による指示の文書 

（４）訪問看護報告書 

（５）身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（６）利用者の不正行為等に係る市町村への通知に係る記録 

（７）苦情の内容等の記録 

（８）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

➢ 留意事項 

第２項は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、２年

間（伊勢原市は５年間）保存しなければならないこととしたものである。なお、「その完結の日」とは、

個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自

立等）により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。また、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所が保険医療機関である場合は、基準第３条の 40により整備すべき記録のうち、訪問看

護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、指示書及び訪問看護報告書について

は、診療録及び診療記録の保存でも差し支えない。 
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電磁的記録等 

１ 事業者及びサービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる

情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

ものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 

 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、条例の規定において書面で行うことが規定されてい

る又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

➢ 電磁的記録について 

事業者の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、条例で規定する書面（被保険者証に関するもの

を除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしている。 

(１)電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方 

法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

(２)電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

①作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

②書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に

係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

(３)その他、条例第 203条第 1項及び予防基準第 91条第１項において電磁的記録により行うことがで 

きるとされているものは、(１)及び(２)に準じた方法によること。 

(４)また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者 

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理 

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 
➢ 電磁的方法について 

条例第 203条第 2項及び予防基準第 91条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」とい

う。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定さ

れている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）につ

いて、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたもので

ある。 

(１) 電磁的方法による交付は、条例第 9条第 2項から第 6項まで及び予防条例第 11条第 2項から第

6項までの規定に準じた方法によること。 

(２) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が

考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19日内閣府・法務省・経済産業

省）」を参考にすること。 

(３) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面に

おける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印につ

いてのＱ＆Ａ（令和２年６月 19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

(４) その他、条例第 203条第 2項及び予防基準第 91条第２項において電磁的方法によることができ

るとされているものは、(１)から(３)までに準じた方法によること。ただし、基準若しくは予防

基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

(５) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業  

 

１ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、第 6 条第 1 項第 4 号、第 9 項、第 10 項

及び第 12 項の規定は適用しない。 

 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数) 

第 6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。 

（略） 

 (4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定め

る員数 

ア 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方

法で 2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の実情に応じた適当数 

（略） 

9 看護職員のうち 1人以上は、常勤の保健師又は看護師(第 25条第 1項及び第 26条におい

て「常勤看護師等」という。)でなければならない。 

10 看護職員のうち 1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 

（略） 

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第 65条第

1項第 1号アに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第 5項の規定により同条第 1

項第 1号ア及び第 2号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第

191条第 14項の規定により同条第 4項に規定する基準を満たしているものとみなされてい

るときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第 1項第 4号

アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第 25 条、第 26 条第 4 項(同条第 9 項

において準用する場合を含む。)、第 5 項(同条第 9 項において準用する場合を含む。)及び第 10 項から第 12 項ま

で並びに第 42 条第 2 項第 3 号及び第 4 号の規定は適用しない。 

 

 

 (主治の医師との関係) 

第 25条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指

示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。 

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際

し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に次条第 1項に規定する定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及

び同条第 11項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主

治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

4 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあって

は、前 2項の規定にかかわらず、第 2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第 11項に規定する訪問看護報告書の提出は、

診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えるこ

とができる。 

 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成) 

第 26条 （略） 

4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第

1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏ま

えて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなけ

ればならない。 

5 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必

要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協

力を行わなければならない。 

（略） 

10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、

訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。 

11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければな

らない。 

12 前条第 4項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用

者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

 

(記録の整備) 

第 42条 （略）  

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存

しなければならない。 

（略） 

(3) 第 25条第 2項に規定する主治の医師による指示の文書 

(4) 第 26条第 10項に規定する訪問看護報告書 

（略）  
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３ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看

護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。 

 

４ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者との契約に基づ

き、当該連携指定訪問看護事業者から、次の各号に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメン

トの結果を踏まえ、作成しなければならない。 

（２）随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

（３）介護・医療連携推進会議への参加 

（４）その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言 
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Ⅵ  定期巡回随時対応型訪問介護看護の介護報酬（基本報酬） 

 

基本報酬  

 

１ 伊勢原市の地域区分（１単位の単価）  

５級地 １０．７０円  

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）・（Ⅱ）  

介護度 （Ⅰ）【訪問看護なし】 （Ⅰ）【訪問看護あり】 （Ⅱ）【連携型】 

要介護１  ５，４４６単位／月  ７，９４６単位／月  ５，４４６単位／月  

要介護２  ９，７２０単位／月  １２，４１３単位／月  ９，７２０単位／月  

要介護３  １６，１４０単位／月  １８，９４８単位／月  １６，１４０単位／月  

要介護４  ２０，４１７単位／月  ２３，３５８単位／月  ２０，４１７単位／月  

要介護５  ２４，６９２単位／月  ２８，２９８単位／月  ２４，６９２単位／月  

  

➢ 基本単位の算定について 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）の(２)又は(３)若し

くは(４)を算定する場合を除く）を算定する場合については、月途中からの利用開始又は月途中での利用終

了の場合には、所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定する。 

なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定している間は、当該利用者に係る、

他の訪問サービスのうち、訪問介護費（通院等乗降介助に係るものを除く。）、訪問看護費（連携型指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く。）及び夜間対応型訪問介護費（以下「訪問介護

費等」という。）は算定しないものとし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定している間

は、当該利用者に係る、他の訪問サービスのうち、夜間対応型訪問介護費は算定しないものとする。この場

合において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した初日における当該利用開始時以前に提供

されたサービスに係る訪問介護費等及び利用終了日における当該利用終了時以後に提供されたサービスに係

る訪問介護費等は算定できるものとする。 

 

 

 

 



 

  63  

➢ 訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）の取扱い 

① 「通院が困難な利用者」について 

「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービス

を優先すべきということである。訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

（Ⅰ）は「通院が困難な利用者」に対して算定することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養

生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護サービスの提

供が必要と判断された場合は訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）

を算定できるものである。 

 

② 訪問看護指示の有効期間について 

訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）は、主治の医師の判断に基

づいて交付された指示書の有効期間内に訪問看護サービスを行った場合に算定する。 

 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について  

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビ

リテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものであ

る。なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、看護業務の一部として提供するものである

ため、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）の規定にかかわらず業

とすることができるとされている診療の補助行為（言語聴覚士法（平成９年法律第 132号）第 42条第１

項）に限る。 

 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

（平成 27年厚生労働省告示第 94号。以下「利用者等告示」という。）第４号を参照のこと。）の患者につ

いては、医療保険の給付の対象となるものであり、訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型

訪問介護看護費（Ⅰ）は算定しない。なお、月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から

医療保険の給付の対象外となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて日割り計算を行うこ

ととする（具体的な計算方法については、主治の医師の特別な指示があった場合の取扱いに準じることと

するので、(14)を参照されたい。）。なお、医療保険の給付の対象となる期間については、主治の医師によ

る指示に基づくものとする。 

 

⑤ 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護

サービスが行われた場合の取扱い 

居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外

の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に 100分の 98を乗じて得た単位数を算定すること。 

また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が 

訪問する場合については准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の 100分の 98）を算定すること。 

 

 

➢ 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い 

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書の交付

があった場合は、交付の日から 14日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、訪問看護サー

ビス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）は算定しない。 

この場合においては日割り計算を行うこととし、日割り計算の方法については、当該月における、当該月

の日数から当該医療保険の給付対象となる日数を減じた日数を、サービスコード表の訪問看護サービス利用

者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）の日割り単価に乗じて得た単位数と、当該医療保険の

給付対象となる日数を、サービスコード表の訪問看護サービス利用者以外の利用者に係る定期巡回・随時対

応型訪問介護看護費（Ⅰ）の日割り単価に乗じて得た単位数とを合算した単位数を当該月の所定単位数とす

る。なお、医療機関において実施する訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看

護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等に

ついては、診療録に記載しなければならない。 
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３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ） 

 

区分 単位数 

基本夜間訪問サービス費 ９８９単位／月  

定期巡回サービス費 ３７２単位／回  

随時訪問サービス費（Ⅰ） ５６７単位／回  

随時訪問サービス費（Ⅱ） ７６４単位／回  

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（夜間に

のみ行うものに限る。）を行った場合に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。  

（１） 基本夜間訪問サービス費  

利用者に対して、オペレーターに通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制

を整備している場合  

（２） 定期巡回サービス費  

利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、定期巡回サービ

スを行った場合  

（３） 随時訪問サービス費（Ⅰ）  

利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サー 

ビスを行った場合  

（４） 随時訪問サービス費（Ⅱ）  

次のいずれかに該当する場合において、１人の利用者に対して２人の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族等の同意を得

て、随時訪問サービスを行った場合  

（一）利用者の身体的理由により１人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 

（二）暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合  

（三）長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報を受けて、  

随時訪問サービスを行う場合  

（四）その他利用者の状況等から判断して（一）から（三）までのいずれかに準ずると認められる場合 
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➢ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）の取扱い 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は、基本夜間訪問サービス、定期巡回サービス及び随時

訪問サービスを一括して提供しなければならないものであるが、利用者はケアコール端末（指定地域密

着型サービス基準第３条の６第３項に規定する利用者が援助を必要とする状態になったときに適切にオ

ペレーターに通報できる端末機器をいう。）を有していることが条件となる。したがって、ケアコール

端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用であれば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）に

含まれず、通常の指定訪問介護を利用していることとなる。 

 

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を提供する時間帯は各事業所において設定することとな

るが、夜間におけるサービス提供という性格を踏まえ、22時から６時までの間は最低限含むものとす

る。なお、８時から 18時までの時間帯を含むことは認められないものであり、この間の時間帯につい

ては、必要に応じて指定訪問介護を利用することとなる。 

 

③ 定期巡回サービスの提供回数については、特に要件は設けておらず、事業者と利用者との間で取り決

められるものである。 

 

④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は、随時対応サービス（指定地域密着型サービス基準第

３条の３第１項第２号に規定する随時対応サービスをいう。）に相当する部分のみを基本夜間訪問サー

ビス費として１月当たりの定額とする一方、定期巡回サービス又は随時訪問サービスについては出来高

としたものである。基本夜間訪問サービス費については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）

を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの利用の有無を問わず算定する

ことができる。また、定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費については、サービス提供の時間

帯、１回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、１回の訪問ごとに所定の単位

数を算定することとなる。 

 

⑤ ２人の訪問介護員等による随時訪問サービスについて、随時訪問サービス（Ⅱ）が算定される場合の

うち、注４(４)の（一）の場合としては、体重が重い利用者に排せつ介助等の重介護を内容とする訪問

介護を提供する場合等が該当し、注４(４)の（三）の場合としては、利用者の心身の状況等により異な

るが、１つの目安としては１月以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない者からの

通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。したがって、単に安全確保のた

めに２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同

意を得て行った場合を除き随時訪問サービス費（Ⅱ）は算定されない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
月に１度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の 100 分の 98 の単位数を

算定するのか。 

（答） 100分の 98の単位数を算定する。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
訪問看護サービスについて、定期的に訪問する予定がない月も、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護費(Ⅰ)(2)（訪問看護サービスを行う場合）算定はできるのか。 

（答） 

訪問看護サービスについては、医師が当該利用者に対する訪問看護サービスの提供に係る指示を

行った場合に、当該指示の有効期間に基づき提供されるものであり、定期的に提供する場合と随

時対応サービスにおけるオペレーターの判断により随時に提供する場合のいずれもが想定され、

随時の訪問看護サービスのみが位置付けられることもあり得る。なお、随時の訪問看護サービス

のみの利用者については、緊急時訪問看護加算の算定はできないこととし、実際に１度も訪問看

護サービスの提供が行われない月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1)（訪問看護サ

ービスを行わない場合）を算定する。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 

定期巡回・随時対応サービスの利用者が、短期入所系サービス（短期入所生活介護、短期入所療

養介護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域

密着型短期利用特定施設入居者生活介護）を利用する月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

は具体的にどのように取り扱うのか。 

（答） 

短期入所系サービスの利用日数（退所日を除く。）に応じ、サービスコード表に定められた日割り

単価（下表）に応じた日割り計算を行う。例えば、要介護３の利用者であり、訪問看護サービス

を利用する者が、４月に７泊８日の短期入所系サービスを利用する場合の単位数は、以下のとお

りとなる。 

 

648単位×(30日(注１)－７日(注２))＝14,904単位 (注１) ４月の日数、(注２) ８日－退所日 

 要介護度  訪問看護サービスを行わない場合    訪問看護サービスを行う場合 

         及び連携型利用者                              

 要介護１        186単位                   272単位       

 要介護２        332単位                   424単位        

 要介護３        552単位                   648単位        

 要介護４        698単位                   798単位        

 要介護５        844単位                   967単位  

       

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 

定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又

は月の途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があ

った場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱う

のか。 

（答） 

この場合、医療保険の訪問看護の適用期間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（２）

（訪問看護サービスを行う場合）の算定はできず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）

（１）（訪問看護サービスを行わない場合）の算定が行われ、医師の指示の期間に応じた日割り計

算を行うこととなる。 

  具体的には要介護３の利用者に対する、４月５日から４月 18 日までの 14 日間に係る特別指示

があった場合の単位数は、以下のとおりとなる。 

648単位×(30日－14日)＋552単位×14日＝10,368単位＋7,728単位＝18,096単位 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日）」 

（問） 
定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月を通じて１か月間入院する場合、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護費は算定できるのか。 

（答） 

利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況

にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできない。夜間対応型訪問介護費に

ついても同様の取扱いとなる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 24年 3月 30日） 

（問） 

訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わな

かった場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（２）（訪問看護サービスを行う場合）

の算定はできるのか。 

（答） 

利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護の給付対象となった場合、一時的な入院をした

場合などのやむを得ない事情により、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画にお

いて定期的に訪問することを位置付けていた訪問看護サービスを提供することが結果としてなか

った月においては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（２）の算定は可能（医療保険の

訪問看護の給付対象となった日数を除く。）である。 

なお、この場合、利用者にとって真に必要なサービスが提供されるよう、適切なアセスメントと

ケアマネジメントにより、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応サービス計画の見直しを検討

すべきである。 

 

  ※ 定期巡回･随時対応サービスと連携して訪問看護を行う場合の訪問看護費の取扱いについ

ても同様。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol．3）（平成 24年 4月 25日） 

（問） 

訪問看護事業所が、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う

場合、連携する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称等の届出を行い、訪問看護費を

算定することとなるが、いつから当該訪問看護費を算定することができるのか。 

（答） 
都道府県が当該届出を受理した後（訪問看護事業所が届出の要件を満たしている場合に限る。）

に、利用者が訪問看護の利用を開始した日から算定することが可能である。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の

全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

（答） 

集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に

受けたサービスについてのみ減算の対象となる。月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防

訪問介護費、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護費について

は、利用者が減算対象となる建物に居住する月があるサービスに係る報酬（日割り計算が行われ

る場合は日割り後の額）について減算の対象となる。なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本

夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅

介護費については利用者の居所に応じた基本報酬を算定する。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないよう

な場合には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

費の算定はできないが、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定で

きないのか。それとも、入院中以外の期間について日割り計算により算定するのか。 

（答） 

利用者が１月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護費を算定することはできないが、１月を通じての入院でない場合は、算定することは可能であ

る。 

・また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはなら

ず、月額報酬がそのまま算定可能である 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

随時対応サービスについて、必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を

踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うこ

とができる場合に、都道府県を越えて複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間

での一体的実施ができることとされているが、具体的にどのような場合か。 

（答） 

例えば、以下のような体制が挙げられるが、各事業所の利用者数や地域の実情等を勘案して、市

町村長が適切な体制が確実に確保されていると認める場合はこの限りではない。 

・随時対応サービスの集約を依頼する事業所（以下、依頼元事業所）は、サービス開始前に利用

者に対して、随時対応サービスを他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所へ委託すること

について説明するとともに、随時対応サービス集約先の事業所（以下、集約先事業所）へ当該利

用者の個人情報を共有することを伝え、了承を得ておくこと。 

・集約先事業所は事業所外（訪問先・移動中等）であっても、複数の依頼元事業所の利用者から

の通報を受信できる通信機器を常に携帯する。あわせて、該当する利用者の情報（居宅サービス

計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、申し送り等）等を随時確認できること。 

・集約先事業所は利用者からの通報を受けた際、終話後に対応結果を依頼元事業所に報告する。

また、利用者の状態等によっては、依頼元事業所に該当の利用者への随時訪問を依頼する。 

・集約先事業所は複数の依頼元事業所の利用者から同時に通報があった場合でも対応できるよ

う、通信環境や運営体制等を整えることとする。また、体制の整備にあたっては、１日の平均的

なコール件数や対応の内容、随時訪問件数等を踏まえて、随時見直しを行うこと。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定する場合、随時訪問サービスは日中を含めて

対応する必要があるのか。 

（答） 夜間のみの対応で差し支えない。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定する事業所について、随時訪問サービスを一

晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定

訪問介護のように空けなくてはならない間隔（概ね２時間以上）はあるのか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定している事業所における随時訪問サービス費

については、サービス提供の時間帯、１回当たりの時間の長短、具体的なサービス内容等にかか

わらず、１回の訪問ごとに算定することになるため、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場

合でも、その回数分の随時訪問サービス費を算定することが可能である。 

・また、随時訪問サービスは利用者からの随時の連絡を受けて行うものであり、次回のサービス

提供までに空けなければならない間隔の制限はない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）と、訪問介護費、訪問看護費を併算定することは可

能か。 

（答） 可能である。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定する利用者について、看護職員によるアセス

メント及びモニタリングを定期的（概ね１月に１回程度）に実施する必要があるか。 

（答） 

必要である。ただし、サービスの提供形態に鑑みて、日々のサービス提供により把握された利用

者の身体状況・生活実態や、アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員の意見を踏ま

え、適切な頻度で実施されている場合は、必ずしも１月に１回以上実施することを要しない。 
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Ⅶ  定期巡回随時対応型訪問介護看護の介護報酬（加算） 

 

初期加算 

 

１ 単位数 

  ３０単位／日 

 

２ 加算要件 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して３０日以内の期間について 

は、初期加算として、１日につき所定単位数を加算する。３０日を超える病院又は診療所への入院の後に指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。  

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の２

週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日

から 30日間算定することは可能か。 

（答） 

病院等に入院のため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の契約を解除した場合で、入院

の期間が 30 日以内のときは、再契約後に初期加算を算定することはできない（「指定地域密着型

サービスに要する費用の額に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）別表１ハの注）

が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。 
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緊急時訪問看護加算 
 

１ 単位数 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）  緊急時訪問看護加算（Ⅱ）  

３２５単位／月 ３１５単位／月 

 

※  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（連携

型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所」という。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応

じて行う体制にある場合（訪問看護サービスを行う場合に限る。）には、緊急時訪問看護加算として、当該基準

に掲げる区分に従い、１月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

２ 加算要件 

厚生労働大臣が定める基準 加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 

（１） 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応できる体制にあること。 
〇 〇 

（２） 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務

管理等の体制の整備が行われていること。 
〇  
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➢ 留意事項 
(11) 緊急時訪問看護加算について 

① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービスを受けよう

とする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にあ

る場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。 

 

② 緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の

所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護を利用し

た場合の当該訪問看護における緊急時訪問看護加算及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該

看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場

合の当該訪問看護における 24時間対応体制加算は算定できないこと。 

 

③ 緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時訪

問看護加算に係る訪問看護サービスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対し

て、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。 

 

④ 緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

を選定する上で必要な情報として届け出させること。なお、緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第１

の１の(５)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。 

 

⑤ 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における 24時間連絡できる

体制を充実するため、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価

するものである。緊急時訪問看護加算（Ⅰ）を算定する場合は、次に掲げる項目のうち、次のア又はイを含

むいずれか２項目以上を満たす必要があること。 

 

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保 

イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで 

ウ 夜間対応後の暦日の休日確保 

エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫 

オ ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減 

カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保 

 

⑥ ⑤の夜間対応とは、夜間（午後６時から午後 10時まで）、深夜（午後 10時から午前６時まで）、早朝

（午前６時から午前８時まで）において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問看護サービスや、

利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において夜

間の対応が割り振られているが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、夜間対応の終了

時刻を含む日をいう。 

 

⑦ ⑤のイの「夜間対応に係る連続勤務が２連続（２回）まで」は、夜間対応の始業時刻から終業時刻まで

の一連の対応を１回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対

応と次の夜間対応との間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数える

こととするが、暦日の休日中に夜間対応が発生した場合には当該対応を１回と数えることとし、暦日の休日

前までの夜間対応と合算して夜間対応の連続回数を数えること。 

 

エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする

場合等は該当しない。 

 

オの「ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機

器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のＩＣＴを用いた関係機関

との利用者情報の共有、ＩＣＴやＡＩを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に

資するものが想定される。なお、単に電子カルテ等を用いていることは該当しない。 

 

カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、利用者又はその家族

等からの看護に関する連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられ

る。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

介護保険最新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A  

（問） 
緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である

医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。 

（答） 

緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーション

の保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に

限り、医師が対応してもよい。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

介護制度改革 information vol.78 平成 18年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 

訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定さ

れており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時

訪問看護加算も算定できないのか。 

（答） 

緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して 24 時間連絡体制にあって、かつ、計画的

に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定す

るものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要

時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」

とされているが、例えば３月１日の営業時間外から翌３月２日の営業開始までの間、営業日及び

営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が３月１日であった場

合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。 

（答） 

「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応が割り振

られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められるものである。本問

の例であれば２日が翌日に当たる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ

電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体

制を指すのか。 

（答） 

夜間対応する保健師又は看護師が、他の保健師又は看護師に利用者の状態や対応について相談で

きる体制を構築している場合や、例えば夜間対応する看護師が緊急時の訪問を行っている間に別

の利用者から電話連絡があった場合に、他の看護師が代わりに対応できる体制などが考えられ

る。その他、夜間対応者が夜間対応を行う前に、状態が変化する可能性のある利用者情報を共有

しておくといった対応も含まれる。 

 



 

  74  

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外にお

ける必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った

場合等」とされているが、例えば、運営規程において 24 時間 365 日を営業日及び営業時間として

定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 

（答） 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）は、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の

負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものであり、例え

ば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間（午後６時から午後 10 時まで）、深

夜（午後 10 時から午前６時まで）、早朝（午前６時から午前８時）に計画的な訪問看護等の提供

をしている場合を夜間対応とみなした上で、24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組

を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家

族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容

の電話連絡は夜間対応に含むか。 

（答） 含まない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、

「ア夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 

（答） 

例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 

 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）」

（平成 20 年厚生労働省告示第 108 号）等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態

や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休息が確保されるよう配慮

すること。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とさ

れているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わ

らず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。 

（答） 残業時間を含めた終了時刻を指す。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで」について、職員の急病等により、

やむを得ず夜間対応が３連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要は

あるか。 

（答） 

夜間対応に係る連続勤務が３連続以上となった日を含む１か月間の勤務時間割表等上の営業時間

外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさ

ない勤務が 0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなす。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ 

訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該

当するか。 

（答） 例えば夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ電話等による連絡及び相談

を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えれば

よいか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における「電話等による連絡及び相談を担当する者」

は、随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応するオペレーターを指す

ものではなく、当該オペレーターが訪問看護サービスを行う看護師等の対応が必要と判断した場

合に連絡を受ける看護師等を指すものである。 

なお、オペレーター自身が訪問看護サービスを行う看護師等と兼務を行っている場合は、オペレ

ーターを指すと考えて差し支えない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 緊急時訪問看護加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等に

よる連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流

れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看

護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外

の職員の情報共有方法等を記載することとされているが、この３点のみ記載すればよいのか。 

（答） 
通知で示している３点は、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、各（介護予防）訪問看護

事業所において必要な事項についても適宜記載すること。 
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特別管理加算  
 

１ 単位数 

特別管理加算（Ⅰ） 特別管理加算（Ⅱ） 

５００単位／月 ２５０単位／月 

 

 ※訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。

以下同じ。）に対して、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、訪問看護サービスの実施に関する計画

的な管理を行った場合は、厚生労働大臣が定める区分に応じて、特別管理加算として、１月につき上記に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算

は算定しない。 

 

２ 加算要件 

次のいずれかに該当する状態の利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合 

厚生労働大臣が定める状態 
加算

（Ⅰ） 

加算

（Ⅱ） 

イ  診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一

医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）に掲げる在宅麻薬

等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指

導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ

若しくは留置カテーテルを使用している状態 

〇  

ロ  医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指

導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄

養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指

導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受け

ている状態 

 ○ 

ハ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 
 ○ 

二 真皮を越える褥瘡の状態  ○ 

ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 
 ○ 
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➢ 留意事項 

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を選

定する上で必要な情報として届け出させること。 

 

② 特別管理加算は、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定するものとす

る。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利

用した場合の当該各サービスにおける特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合

の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。 

 

③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。 

 

④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、ＮＰＵＡＰ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｕｌｃｅｒ ｏ

ｆ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｐａｎｅｌ）分類Ⅲ度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるも

の）Ｄ３、Ｄ４若しくはＤ５に該当する状態をいう。 

 

⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合には、定期的（１週間に１回

以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、

壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家族等に行う指導を含む）につ

いて訪問看護サービス記録書に記録すること。 

 

⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射を週３日以上行

うことが必要である旨の指示を定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に行った場合であって、かつ、当

該事業所の看護職員が週３日以上点滴注射を実施している状態をいう。 

 

⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必要が認めら

れる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、訪問看護サービス記録書に

点滴注射の実施内容を記録すること。 

 

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援

を行うこととする。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

介護保険最新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A 

（問） 
特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされ

ているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか 

（答） 算定できる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

介護保険最新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A 

（問） 特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。 

（答） 

特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又は 

その家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要 

な体制を整備していることが望ましい。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

介護保険最新情報 vol.151 介護報酬に係る Q&A 

（問） 理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。 

（答） 

特別管理加算については､別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかか 

る計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によ 

りリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な 

管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。 

（答） 

留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管 

理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できな 

い。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度もポートを 

用いた薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できな 

い。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様 

の取扱いとなる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

特別管理加算は１人の利用者につき１ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であ

れば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 

（答） 

訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用 

することはできないため算定できない。ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡 

回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者の 

み特別管理加算の算定を可能とする。なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時 

共同指導加算（２回算定出来る場合を除く）についても同様の取扱いとなる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 

「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の

観察・アセスメント・評価を行い～（略）～実施したケアについて訪問看護記録書に記録するこ

と」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 

（答） 様式は定めていない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
「点滴注射を週 3 回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場

合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。 

（答） 

在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通常の訪 

問看護指示書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示については７ 

日毎に指示を受ける必要がある。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
予定では週 3 日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により 3 日以上実施出来

なかった場合は算定できるのか。 

（答） 算定できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  80  

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.2）（平成 24年 3月 30日） 

（問） 
「点滴注射を週 3 日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場

合、週や月をまたがって週 3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。 

（答） 

点滴注射を 7日間の医師の指示期間に 3日以上実施していれば算定可能である。 

例えば 4月 28日（土曜日）から 5月 4日（金曜日）までの 7日間点滴を実施する指示が出た 

場合（指示期間＊1）は、算定要件を満たす 3日目の点滴を実施した 4月に特別管理加算を算 

定する。加算は医師の指示期間につき 1回算定できるが、月をまたいだ場合でも、4月、5月 

それぞれ 3回以上点滴を実施しても両月で特別管理加算を算定することはできない。なお、 

上記の場合、5月中に再度点滴注射の指示があり要件を満たす場合は 5月も算定可能となる。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol．3）（平成 24年 4月 25日） 

（問） 

今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除さ

れているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別

管理加算は算定できなくなったのか。 

（答） 
ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にあ 

る者に含まれるため、特別管理加算（Ⅰ）を算定することが可能である。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 特別管理加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol．3）（平成 24年 4月 25日） 

（問） 
経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算（Ⅰ）と特別管理加算

（Ⅱ）のどちらを算定するのか。 

（答） 
経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者 

であるため、特別管理加算（Ⅰ）を算定する。 
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ターミナルケア加算 

 

１ 単位数 

  ２５００単位／月 

 ※在宅で死亡した利用者について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織

を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った一体型指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（死亡日及び死亡日前１４日

以内に当該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態（※）にあるものに限る。）に訪問

看護を行っている場合にあっては、１日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、２４時間以

内に在宅以外で死亡した場合を含む。）は、ターミナルケア加算として、当該利用者の死亡月につき２，５００単

位を所定単位数に加算する。 

 

２ 加算要件 

イ ターミナルケアを受ける利用者について２４時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問

看護を行うことができる体制を整備していること。 

ロ 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及

びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。 

ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。 

 

【※厚生労働大臣が定める状態】 

次のいずれかに該当する状態 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性 

筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をい

う。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリ

オン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮

症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚（けい）髄損傷及び人工呼吸器を使用して

いる状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 
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➢ 留意事項 
 

① ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に算定することとされているが、ター

ミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することと

する。 

 

② ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介

護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サ

ービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護タ

ーミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算（以下２において「ターミナ

ルケア加算等」という。）は算定できないこと。 

 

③ １の事業所において、死亡日及び死亡日前 14 日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問

看護をそれぞれ１日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定

すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。 

 

④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書に記録しなければならな

い。 

 

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記

録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づく

アセスメント及び対応の経過の記録 

なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ

ドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を

基本に、他の関係者との連携の上対応すること。 

 

⑤ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24 時間以内に死亡が確認される

場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとする。 

 

⑥ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ ターミナルケア加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
死亡日及び死亡日前 14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ 1回、合計 2回ターミナルケアを実施

した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。 

（答） 算定できる。最後に実施した保険制度において算定すること。 
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退院時共同指導加算 

 

１ 単位数 

６００単位／回 

※病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、

一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士が退院時共同指導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護

老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、そ

の内容を提供することをいう。以下同じ。）を行った後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問

看護サービスを行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要

とする利用者（※）については２回）に限り、所定単位数を加算する。 

 

※特別な管理を必要とする利用者は次のいずれかに該当する状態をいう 

（１）診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）別表第一医科診療報酬点数表 

（以下「医科診療報酬点数表」という。）に掲げる在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管

理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニュ

ーレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

（２）医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導

管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅

持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている

状態 

（３）人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

（４）真皮を越える褥瘡の状態 

（５）点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 
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➢ 留意事項 
 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退

院又は退所するに当たり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等が退院時共同指導を行っ

た後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護サービスを実施した場合に、１人の利用者に当該者の

退院又は退所につき１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用

者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には２回）に限り、当該加算を算定できること。この

場合の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の属する月に算定すること。なお、当該

加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。また、退院時共

同指導は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。

以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利

用者又はその看護に当たる者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たって

は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大臣が定める状態の者）に対して複数の定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問看護ステーションが

退院時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能であること。 

③ 複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合には、主治の医師の所

属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、他の定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。 

④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護

を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪問看護を

利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと（②の場合を除く。）。 

⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護サービス記録書に記録すること。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 院時共同指導加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
退院時共同指導を実施した 2 ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を

算定できるのか。 

（答） 
算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施し 

た場合に算定できる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 院時共同指導加算 

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（平成 24年 3月 16日） 

（問） 
退院時共同指導加算は、退院又は退所 1 回につき 1 回に限り算定できることとされているが、利用

者が１ヶ月に入退院を繰り返した場合、１月に複数回の算定ができるのか。 

（答） 

算定できる。ただし、例２の場合のように退院時共同指導を２回行った場合でも退院後１度も訪問 

看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は１回のみ算定できる。 

 

（例１）退院時共同指導加算は２回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 

（例２）退院時共同指導加算は１回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 院時共同指導加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいの

か。 

（答） 
元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではな 

く、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 院時共同指導加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 

（答） 
必要。利用者やその家族によっては、退院共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁的方法で 

はなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応すること。 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 院時共同指導加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は

可能か。 

（答） 
不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確 

認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。 
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総合マネジメント体制強化加算  
  

１ 単位数 

（１）総合マネジメント体制強化加算Ⅰ （２）総合マネジメント体制強化加算Ⅱ 

１２００単位／月 ８００単位／月 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利

用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月

につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

上記に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

２ 加算要件 

厚生労働大臣が定める基準 
加算区分 

Ⅰ Ⅱ 

（１） 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作

成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画の見直しを行っていること。 

○ ○ 

（２） 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が提供することのできる指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。 

○ ○ 

（３） 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保しているこ

と。 
○  

（４） 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた

支援を行っていること。 
○  

（５）  次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一） 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代

間の交流を行っていること。 

（二） 地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他

の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事

例検討会、研修会等を実施していること。 

（三） 市町村が実施する法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業や

同条第二項第四号に掲げる事業等に参加していること。（※被保険者の要

介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止

のため必要な事業） 

（四） 地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行って

いること。 

○  
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➢ 留意事項 
 

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回

サービス、随時対応サービス及び随時訪問サービス並びに訪問看護サービスを適宜適切に組み合わせて、

利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援す

るために、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う調整

や情報共有等の取組、また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が、地域包括ケアの担い手として、地域

に開かれたサービスとなるよう、サービスの質の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮

し、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するため、地域包括ケアの推進と地域

共生社会の実現に資する取組を評価するものである。 

 

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。 

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化

を踏まえ、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随時適切に見直し

を行っていること。 

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図るとと

もに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所におい

て提供することができる具体的なサービスの内容等について日常的に情報提供を行っていること。 

ウ 利用者及び利用者と関わりのある地域住民や商店等からの日頃からの相談体制を構築し、事業所内外

の人（主に独居、認知症の人とその家族）にとって身近な存在となるよう、事業所が主体となって、地

域の相談窓口としての役割を担っていること。 

エ 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っているこ

と。なお、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組とは、例えば、利

用者となじみの関係のある地域住民や商店等の多様な主体や地域における役割、生きがいなどを可視化

したものを作成し、事業所の従業者で共有していることをいう。 

オ 次に掲げるいずれかに該当すること 

・ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所において、世代間の交流（障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等の指定を併せて受け、一体的

に運営が行われている場合を含む）を行っていること。 

・ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、地域住民等、当該事業所以外の他の指定居宅サ

ービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等と共同で、認知症や介護に関する事例検討会、研修

会等を定期的に行うこと。 

・ 市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等において、介護予防

に資する取組、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所以外のサービス事業所又は医療機関と

の連携等を行っていること。 

・ 都道府県知事により居住支援法人（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

（平成 19年法律第 112号）第 40条に定める住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。）の指定を受

け、利用者や地域の高齢者等の住宅確保要配慮者の居住支援について、市町村や地域の関係者等と協

力しながら、地域の担い手として実施していること。 

 

③ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）は、②ア及びイのいずれにも該当する場合に算定する。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 総合マネジメント体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.454 「平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 

総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（小規模

多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者）が共

同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり

全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われた

ことを、どのように表せばよいか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を

提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に

提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の

医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の

居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算によ

り評価するものである。 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護

を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものである

が、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に

関係者がかかわることで足りるものである。 

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場に

より行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通

常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計

画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たす

ことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 総合マネジメント体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.454 「平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所

等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのよ

うな頻度で行われていればよいか。 

（答） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつ

つ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、

日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。 

情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等

との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。 

なお､情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録にお

いて確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成する

ことは要しない。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 総合マネジメント体制強化加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談

に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考え

ればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。 

（答） 

・地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住民

等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。 

・また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築し

ていることも重要である。 

・なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において確

認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは

要しない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 総合マネジメント体制強化加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に

活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組

頻度についてどのように考えればよいか。 

（答） 

・具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準

及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老発第

0331018 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知）第２の５(12)において、「地

域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示ししている。 

・ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所が、

事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源を効果

的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該通

知に例示する以外の取組も該当し得る。 

・また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」について

は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続す

るために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民等と連

携した上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 総合マネジメント体制強化加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該

事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例

検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価

の対象か。 

（答） 

・貴見のとおりである。・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地

域住民や民間企業、他の居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指し

ており、市町村等と共同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者と

して事例検討会等に参画することが必要である。 
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生活機能向上連携加算   

 

１ 単位数 

（１）生活機能向上連携加算Ⅰ （２）生活機能向上連携加算Ⅱ 

１００単位／月 ２００単位／月 

 

                                 

２ 加算要件 

（１）生活機能向上連携加算(Ⅰ)  

        計画作成責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテ 

ーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、

生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。 

 

（２）生活機能向上連携加算(Ⅱ)   

        利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ 

ョンを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリ 

テーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が 

同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評 

価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成 

した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当 

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単 

位数を加算する。ただし、（１）を算定している場合は、算定しない。 
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➢ 留意事項 
 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について  

イ 「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」とは、利用者の日常生活に

おいて介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、

日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能

性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

内容を定めたものでなければならない。  

 

ロ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあ

っては、認可病床数が 200床未満のもの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存

在しないものに限る。以下２において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下２

において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する又は当該

理学療法士等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）第 13条第９号に規定するサー

ビス担当者会議として開催されるものを除く。以下①において同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝

返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、

服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成責任者が共同して、現在の状況及び

その改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生

労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 また、この場合の

「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で、計画作成責任者及び理

学療法士等により実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーションを実施して

いる医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しく

は診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。  

 

ハ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げる

その他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。  

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目標  

 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標  

 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容  

 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏

まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながる

よう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作（立位

又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定

すること。  

 

ホ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。  

 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標として座位

の保持時間）」を設定。  

 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分間の座位

を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介助

を行う。 
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（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要

に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護提供時以外のポータブル

トイレの利用状況等について確認を行う）。  

 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき提供された初回の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであ

り、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に基づき定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション

又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能であ

ること。  

 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告

し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ

及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。  

 

② 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き①を適用する。本加算は、理学療法

士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成

責任者に助言を行い、計画作成責任者が、助言に基づき①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を

作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士

等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。  

 

ａ ①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテ

ーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電

話装置等を用いて把握した上で、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者

に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、理学療

法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療

法士等と計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとする。  

ｂ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、ａの助言に基づき、生活機

能アセスメントを行った上で、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成を行うこと。な

お、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、ａの助言の内容を記載すること。  

 

ｃ 本加算は、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性

増悪等により定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合を除き、①イの定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画に基づき指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した翌月及び翌々月は本

加算を算定しない。  

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。なお、再度ａの助

言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 生活機能向上連携加算 

平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.1）（平成 30年 3月 23日） 

（問） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーシ

ョン等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」

とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 

（答） 

具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介

護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医

療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同

行することが考えられる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 生活機能向上連携加算 

平成 30年度介護報酬改定に関する Q＆A（Vol.4）（平成 30年 5月 29日）」 

（問） 

「ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス

提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法がある

のか。 

（答） 

利用者のＡＤＬ（寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調

理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況及びその改善可能性の評価（以

下「生活機能アセスメント」という。）を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメント

の結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載し

なければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行

うことが求められる。 

① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた３月を目途とする達成目標 

③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

 

 ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考え

られる。 

① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケ

ーション（ビデオ通話）が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者のＡＤＬ

及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の自宅（生活

の場・介護現場）にてビデオ通話を行うこと。 

② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画によって利

用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影方法及

び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行

い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法士等が利用者

のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握すること。なお、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの動画内

容は、当該利用者の自宅（生活の場・介護現場）の環境状況、動作の一連の動き等がわかるよう

に撮影すること。また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取

扱いに留意することが必要である。SNS（Social Networking Service）の利用については、セキュ

リティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全

管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療情報連携において、SNS を利用する際に気

を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学療法士

等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を

利用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第５

版）」（平成 29年５月）に 

対応していることが必要である。 
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認知症専門ケア加算   

 

１ 単位数 

区分  認知症専門ケア加算Ⅰ 認知症専門ケア加算Ⅱ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ） ９０単位／月 １２０単位／月 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ） ３単位／日 ４単位／日 

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、

別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ又

はロについては１月につき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提供を行った際に１日につき、次

に掲げる所定単位数を加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げ

るその他の加算は算定しない。 
 

２ 加算要件 

厚生労働大臣が定める基準 
加算区分 

Ⅰ Ⅱ 

（１） 事業所における利用者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要

とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 
○  

（２） 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所又は施設における対

象者の数が２０人未満である場合にあっては１以上、対象者の数が２０人以上で

ある場合にあっては一に対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増すごとに

１を加えて得た数以上配置しチームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

○ ○ 

（３） 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は

技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 
○ ○ 

（４） 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は

行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が１００分の

２０以上であること。 

 ○ 

（５） 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事

業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 
 ○ 

（６） 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修

計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は

実施を予定していること。 

 ○ 

 



 

  95  

➢ 留意事項 

 
①「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ、

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指し、また、「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が
認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当す
る利用者を指すものとする。なお、認知症高齢者の日常生活自立度の確認に当たっては、例えばサービス
担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる。 

 
②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が２分の１以上、又は、Ⅲ以上の割合が 100分の 20以上の
算定方法は、算定日が属する月の前３月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数で算定すること。ま
た、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合に
つき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録す
るものとし、直近３月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出
しなければならない。 

 
③「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 18年３
月 31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい
て」（平成 18年３月 31日老計第 0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リー
ダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 
④「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全員が一堂に会
して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。また、「認知
症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことが
できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守すること。 
 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認
知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症
看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規

模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件について、「認知症介護に係る専

門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修

とは、どのようなものがあるか。 

（答） 

・現時点では、以下のいずれかの研修である。 

①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育

課程 

③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 

（答） 

・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用い

て、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果があ

る場合には、最も新しい判定を用いる。 

・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同

通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知

症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生

活自立度も含めて情報を共有することとなる。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要

件等はあるか。 

（答） 

・専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認

知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施

する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。 

・なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所

１か所のみである。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）の認

知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 

（答） 
認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合

であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を

有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア

加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規模多機能型居宅

介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなす

ことはできないか。 

（答） 

・認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認知症

介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている

者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症

介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダ

ー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。 

・従って、認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算

（Ⅱ）については、加算対象となる者が 20名未満の場合にあっては、平成 20年度以前の認知症介

護指導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）1 名の配置で算定でき

ることとし、通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算については、当該者を指定通所

介護を行う時間帯を通じて１名の配置で算定できることとなる。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

例えば、平成 18 年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福

祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められる

か。 

（答） 
本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研

修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成 12 年９月５日

老発第 623 号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成 12 年 10 月 25 日老計第 43

号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

（答） 含むものとする。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規

模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）における「技術的指導に係る会議」と、特

定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的と

した会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の１つが、認知症ケアの技

術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業

者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。 

（答） 貴見のとおりである。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）を算定

するためには、認知症専門ケア加算（Ⅰ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加

算（Ⅱ）の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者

養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

（答） 

必要ない。例えば加算の対象者が 20名未満の場合、 

・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配置されていれば、算定することができる。 

 

 加算対象者数 

～１９ ２０～２９ ３０～３９ ・・ 

必要な研修

修了者の配

置数 

「認知症介護に係る専門

的な研修」  

１ ２ ３ ・・   

  

認知症介護実践リー

ダー研修  

認知症看護に係る適

切な研修  

「認知症介護の指導に係

る専門的な研修」 

１ １ １ ・・   

  

認知症介護指導者養

成研修  

認知症看護に係る適

切な研修  
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月 29日） 

（問） 

「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービス

を利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して 10 年以上、

かつ、1,800 日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施

主体の長が認めた者については、令和９年３月 31 日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象

者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的

にどのような者なのか。 

（答） 

同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士として７年以上

サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、サービス提供責任者としても

従事する者を研修対象者として認めていただくことは差し支えない。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和６年３月 29日） 

（問） 

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算については、加算（Ⅰ）にあっては認知症高齢者の

日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50％以上、加算（Ⅱ）にあっては認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅲ以上の割合が 20%以上であることが求められているが、前３月間における実績と算定期間の具体

的な関係性如何。 

（答） 

算定要件に該当する者の実績と算定の可否については以下のとおり。 
 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

実績 ○   ○   ○      

算定可否 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 認知症専門ケア加算 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和６年４月 18 日） 

（問） 

訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算（Ⅰ）にあっては認知症

高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が 50％以上、加算（Ⅱ）にあっては認知症高齢者の日常生

活自立度Ⅲ以上の割合が 20%以上であることが求められているが、算定方法如何。 

（答） 

・認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につ

いては、前３月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員

数又は利用延人員数を用いる。 

・なお、計算に当たって、 

 －（介護予防）訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者（要介護者）に関しても利用者数に含

めること 

－定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）・（Ⅱ）（包括報酬）、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）

（包括報酬）の場合は、利用実人員数（当該月に報酬を算定する利用者）を用いる（利用延人員

数は用いない）ことに留意すること。 

・例えば、以下の例の場合は次のように計算する。 

 

利用実人員 認知症高齢者の 

日常生活自立度 

利用実績（単位：日） 

１月 ２月 ３月 

利用者① なし ５ ４ ５ 

利用者② Ⅰ ６ ５ ７ 

利用者③ Ⅰ ６ ６ ７ 

利用者④ Ⅰ ７ ８ ８ 

利用者⑤ Ⅰ ５ ５ ５ 

利用者⑥ Ⅰ ８ ９ ７ 

利用者⑦ Ⅱa ５ ６ １２ 

利用者⑧ Ⅲb ８ ７ １３ 

利用者⑨ Ⅳ ５ ４ １５ 

利用者⑩ Ｍ ６ ６ １７ 

認知症高齢者の日常生活自立度 

Ⅱ以上合計 
２４ ２３ ５７ 

合計（要支援者を含む） ６１ ６０ ９６ 

 

①利用実人員数による計算（要支援者を含む） 

・利用者の総数＝10人（１月）、10人（２月）、10人（３月） 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数＝４人（１月）、４人（２月）、４人（３月） 

したがって、割合はそれぞれ、４人÷10人≒40.0％（小数点第二位以下切り捨て）≦1/2 

 ②利用延人員数による計算（要支援者を含む） 

・利用者の総数＝61人（１月）、60人（２月）、96人（３月） 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数＝24人（１月）、23人（２月）、57人（３月） 

したがって、割合はそれぞれ 

１月：24人÷61人≒39.3％（小数点第二位以下切り捨て）≦1/2 

２月：23人÷60人≒38.3％（小数点第二位以下切り捨て）≦1/2 

３月：57人÷96人≒59.3%（小数点第二位以下切り捨て）≧1/2 

となる。 

・３月の②利用延人員数が要件を満たしているため、当該実績をもって４月～６月は加算（Ⅰ）

の算定が可能となる。 

・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変

更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。 
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口腔連携強化加算 

 

１ 単位数 

５０単位／月 

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村 

長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者

が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員

に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、１月に１回に限り所定単位数を加

算する。（定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は対象外） 

 

２ 加算要件 

（１）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行う

に当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号Ｃ０００に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医

療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取

り決めていること。 

（２）次のいずれにも該当しないこと。 

①他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリーニングを行い、口腔・栄養ス 

クリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 

②当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判 

断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医 

師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定していること。 

③当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を算定してい 

ること。 
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➢ 留意事項 

① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管理につなげる観

点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準における歯科医

療機関（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔

の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数

でも差し支えない。 

 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関及び当該利用者を

担当する介護支援専門員に対し、別紙様式８等により提供すること。 

 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担当する介護支援

専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に情報提供を行う

こと。 

 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチについては、利用者

の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、

口腔の実施及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等における療養中の患者に対する口

腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員

を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定することとし、

原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続的に実施すること。 
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サービス提供体制強化加算 

 

１ 単位数 

加算区分 定期巡回（Ⅰ）・（Ⅱ） 定期巡回（Ⅲ） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ７５０単位／月 ２２単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  ６４０単位／月 １８単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ３５０単位／月 ６単位／日 

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長

に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者

に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、上記に掲げる所定単位数を加算する。ただ

し、上記のいずれかの加算を算定している場合においては、上記に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

２ 加算要件 

厚生労働大臣が定める基準 
加算区分 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を

作成し、研修を実施又は実施を予定していること。 

○ ○ ○ 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 

○ ○ ○ 

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 
○ ○ ○ 

次のいずれかに適合すること。 

 

（一） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の 

総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。 

（二） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の 

総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が１００分の 

２５以上であること。 

○   

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介

護福祉士の割合が１００分の４０以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護

職員基礎研修課程修了者の占める割合が１００分の６０以上であること。 

 ○  

次のいずれかに適合すること。 

 

（一） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が１００分の３０以上又は介護福祉士、実務者研

修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が１００分の５０以

上であること。 

（二） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が１００分の６０

以上であること。 

（三） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応

型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が１

００分の３０以上であること。 

  ○ 
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➢ 留意事項 

① 研修について  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービス従

事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた
計画を策定しなければならない。  

 
② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問
介護看護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従
業者の全てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する
必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができる。また、会議の開催状況について
は、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されてい
る必要がある。また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。「利用者に関
する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも次に掲げる事項についてその変
化の動向を含め記載しなければならない。  

 
・利用者のＡＤＬや意欲  
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  
・家庭環境  
・前回のサービス提供時の状況  
・その他サービス提供に当たって必要な事項  

 
③ 健康診断等について  

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労
働者」に該当しない定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者も含めて、少なくとも１年以内ごとに１
回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、
少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとす
る。  

 
④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いる
こととする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所
を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる
こととする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能
となるものであること。なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者に
ついては、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。  

 
⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎
月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、
所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。  

 
⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。  
 
⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サ
ービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数
を含めることができるものとする。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.69 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 

特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修

了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされている

が、その具体的取扱いについて示されたい。 

（答） 

要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものでは

なく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又は養

成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福祉士

として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証

明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。 

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センタ

ーのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すと

ともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.69 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の

留意事項を示されたい。 

（答） 

訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに研修計画

を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員

等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。また、計画の策

定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介

護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、

職員をグループ分けして作成することも差し支えない。なお、計画については、すべての訪問介

護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.69 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要

件の留意事項を示されたい。 

（答） 

本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた

「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、

１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断（常時使用する者に労働者に該当しない者に

対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする）を、事業所の負担により実施す

ることとしている。 

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全

衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診し

ない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含む。）を受診

し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略でき

るほか、費用については本人負担としても差し支えない（この取扱いについては、高齢者の医療

の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第２１条により労働安全

衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当し

ない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えな

い。）。 



 

  106  

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.69 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

（答） 
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができ

る。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

介護保険最新情報 vol.69 平成 21年 4月改定関係 Q＆A(vol.1) 

（問） 

「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされて

いる平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所につい

て、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

（答） 

サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のように

規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

 「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくな

ることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が

算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

 具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実

績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回ってい

た場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月分の

算定はできない取扱いとなる。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（vol.2）（平成 27年 4月 30日） 

（問） 

サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様

に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）

をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事

業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 

（答） 

貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降

においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要があ

る。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（vol.2）（平成 27年 4月 30日） 

（問） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得することは

可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、実地指

導等によって、介護福祉士の割合が 60％を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるの

か。 

（答） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得することは

できない。また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさな

いことが判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可

能となっている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であ

り、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行

うことが可能である。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日） 

（問） 
「10 年以上介護福祉士が 25％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算する

のか。 

（答） 

サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件については、介

護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 10 年以上の者の割合を要件とした

ものであり、介護福祉士の資格を取得してから 10 年以上経過していることを求めるものではないこ

と。 

「同一法人等での勤続年数」の考え方について、同一法人等（※）における異なるサービスの事業

所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数、事業所

の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、

事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。 

※同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職

員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。なお、介護職員等特定処遇改善

加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職員の「勤続年数 10 年の考え方」とは

異なることに留意すること。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ サービス提供体制強化加算 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日） 

（問） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場

合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務し

ている職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 

（答） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員につい

ては、勤務実態、利用者数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所に割り振った上で、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所それぞれについて割合を算出し、加算の算定の可

否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と

夜間対応型訪問介護事業所を均等に兼務しているような場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所と夜間対応型訪問介護事業所で一体的に算出した職員の割合を、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所の両方について用いても差し支えない。 

・また、実態として定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のみに勤務している職員を定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所のみでカウントすることは差し支えないが、実態として定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を兼務している職員を定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所いずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤

務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 
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介護職員等処遇改善加算  
  

１ 単位数 

加算区分 登録者 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  介護報酬総単位数の２４．５％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  介護報酬総単位数の２２．４％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  介護報酬総単位数の１８．２％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 介護報酬総単位数の１４．５％に相当する単位数 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処

理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、上記に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

２ 加算要件 

 国・市のホームページに掲載している参考資料・QA を参照してください 

 

■伊勢原市ホームページ 

介護保険制度に関する手続きについて 

介護サービス事業者の皆さまへ 

介護職員等処遇改善加算について 

      https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2025022000010/ 

 

  ■厚生労働省ホームページ 

      https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html 
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Ⅷ 定期巡回随時対応型訪問介護看護の介護報酬（減算）  
 

通所サービス利用時の調整 

 

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護を受けている利用者

に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を算定す

る場合を除く。）を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、１日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た

単位数を所定単位数から減算する。 

 

介護度 （Ⅰ）【訪問看護なし】 （Ⅰ）【訪問看護あり】 （Ⅱ）【連携型】 

要介護１  ６２単位／日  ９１単位／日  ６２単位／日  

要介護２  １１１単位／日  １４１単位／日  １１１単位／日  

要介護３  １８４単位／日  ２１６単位／日  １８４単位／日  

要介護４  ２３３単位／日  ２６６単位／日  ２３３単位／日  

要介護５  ２８１単位／日  ３２２単位／日  ２８１単位／日  

 

  
➢ 通所系サービス及び短期入所系サービスを利用した場合の取扱い 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者が、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型
通所介護若しくは認知症対応型通所介護又は短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護、短期利用
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、短期利用特定施設入居者生活介護、地域密着
型短期利用特定施設入居者生活介護若しくは看護小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅介護費を算
定する場合に限る。）を利用した場合の取扱いについては、次のとおりとする。 

 
①通所系サービス利用時 
所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に上表に定める単位数を乗じて得た単位数を

減じたものを、当該月の所定単位数とする。 
 
②短期入所系サービス利用時 
短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。具体的には、当該月の日数から、当該

月の短期入所系サービスの利用日数（退所日を除く。）を減じて得た日数に、サービスコード表の定期
巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）又は（Ⅱ）若しくは（Ⅲ）の(１)の日割り単価を乗じて得た
単位数を、当該月の所定単位数とする。 
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事業所と同一建物内の利用者へのサービス提供の減算 
 

事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物に居住する利

用者（事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を

除く。）に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護費（Ⅰ）・（Ⅱ）については１月につき６００単位を所定単位数から減算し、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護費（Ⅲ）については定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の１００分の９

０に相当する単位数を算定する。 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以

上居住する建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）・（Ⅱ）については１月につき９００単位を所定単位数から減算し、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）については定期巡回サービス又は随時訪問サービスを行った際に算定する所

定単位数の１００分の８５に相当する単位数を算定する。  

 
 
➢ 留意事項 

 
① 同一敷地内建物等の定義 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、
一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が
可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の一階部分に指定定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合などが該当
し、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い
道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

 
② 当該減算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサ
ービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置
関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、
サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

 
（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 
・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなけれ
ばならない場合 

 
③ 同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

 
④ 同一敷地内建物等に 50人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所の利用者が 50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

 
ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の
数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除
して得た値とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

 
⑤ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）における基本夜間訪問サービス費については、本減算の
適用を受けないこと。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 集合住宅減算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日）」 

（問） 
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の

全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 

（答） 

集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に

受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 

月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）及び定

期巡回・随時対応型訪問介護看護費については、利用者が減算対象となる建物に居住する月があ

るサービスに係る報酬（日割り計算が行われる場合は日割り後の額）について減算の対象とな

る。なお、夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とな

らない。また、（介護予防）小規模多機能型居宅介護費については利用者の居所に応じた基本報

酬を算定する。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 集合住宅減算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日） 

（問） 

集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス

提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体

的にはどのような範囲を想定しているのか。 

（答） 

集合住宅減算は、訪問系サービス（居宅療養管理指導を除く）について、例えば、集合住宅の１

階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域

に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力（移動時間）が軽減されることから、

このことを適正に評価するために行うものである。 

従来の仕組みでは、事業所と集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者向け住宅に限る。以下同じ。）が一体的な建築物に限り減算対象としていた

ところである。 

今般の見直しでは、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問で

きるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する

敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建

物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、新たに、減算対象と

することとしたものである。 

このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する

場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。 

 ・広大な敷地に複数の建物が点在するもの（例えば、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）など

の大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地） 

 ・幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならない

もの 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 集合住宅減算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日）」 

（問） 
集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、無届けであっても実態が備わっていれば

「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。 

（答） 貴見の通りである。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 集合住宅減算 

平成 27年度介護報酬改定に関する Q&A（平成 27年 4月 1日）」 

（問） 
集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である

場合にはどのような取扱いとなるのか。 

（答） サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 
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高齢者虐待防止措置未実施減算 

以下の基準を満たしていない場合（身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合）、速やかに改

善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告するこ

ととし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から１％減

算することとする。 

 

【満たすべき基準】  

１ 虐待の発生又はその再発を防止するための委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催 

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること  

２ 虐待の防止のための指針を整備すること  

３ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること  

４ １～３に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定めること  

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての

措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていなけ

れば減算の適用となるのか。 

（答） 
・減算の適用となる。 

・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の

属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

 
 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措

置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされていない事

実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後

に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改

善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとす

る。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行う

ことはできないのか。 

（答） 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えな

い。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該

計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 



 

  115  

業務継続計画未策定減算  
    

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継

続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、以下の基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満

たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当

該事業所の利用者全員について、所定単位数から１％減算することとする。 

 

【満たすべき基準】  

１ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

２ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 業務継続計画未策定減算について 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答） 

・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画 

に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

・なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継 

続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画

未策定減算の算定要件ではない。 

 

 

厚生労働省Ｑ＆Ａ 業務継続計画未策定減算について 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実

が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点

ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

 

・例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が

判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的

計画の策定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、令和６年４月から減算の対象と

なる。 

・また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判

明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 
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厚生労働省Ｑ＆Ａ 業務継続計画未策定減算について 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日） 

（問） 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

（答） 

業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具

販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。  

 

 

 

 

  


